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令和７年１０月 1 日作成 

 

長崎県介護福祉士修学資金貸付の概要 

 

１．目的、実施主体  

この制度の目的は、介護福祉士指定養成施設（以下「養成校」という）に在学し、介護福祉士の資

格の取得を目指す学生に対する修学資金の貸付を行い、その修学を容易にすることにより、長崎県

内の社会福祉施設等において介護福祉士の業務に従事する人材を確保するとともに、その定着を図

ろうとするものです。またこの貸付は、社会福祉法人長崎県社会福祉協議会（以下「県社協」とい

う）が行います。 

 

２．貸付対象者  

 以下の①～④すべてに該当する方です（募集時期によって、制限されることがあります）。 

※ 貸付を行えるのは在学生のみですが、入学予定の方も入学見込みで申請できます。（別途募集要項で指定） 

※ 他の国庫補助（生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金、職業訓練受講給付金等）事業との併用はできません。 

※  日本学生支援機構、長崎県奨学金、日本政策金融公庫「国の教育ローン」等の貸与型奨学金等との併用は

可能ですが、本件貸付を含め必要な範囲内に限られます。 

※  高等教育の修学支援制度の「授業料等減免」を利用できる場合は、原則減免制度を利用する必要がありま

す。その場合減免相当額を調整、差引して本件貸付を行います。詳細は後記「3.貸付額、条件」をご参照下

さい。 

 

注1：介護等業務とは 

令和6年7月3日社援発0703第1号厚生労働省社会・援護局長通知「指定施設における業務の範囲等及び介

護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」の別添1に定める職種若しくは

別添２に定める職種又は当該施設の長の業務を指します。（Ｐ20～21参照） 

 

①養成校に在学している方で、次のア～ウのいずれかに該当する方 

 ア 長崎県内の養成校に在学している方（外国人留学生も含みます） 

イ 長崎県外の養成校に在学している方で長崎県に住民登録（かつ居住）をしている方 

ウ 長崎県外の養成校に在学しており、学生となった年度の前年度に長崎県内の高校等

に通学、住民登録（かつ居住）をしており、養成校進学のために転居をした方 

※学校教育法（昭和 22年法律第 26号）に規定する大学、短期大学、専修学校（専門課程）に限る 

②養成校卒業後に長崎県内で介護福祉士として介護等業務（注 1）に従事しようとする方 

③家庭の経済状況等から貸付が必要と認められる方 

④次のア又はイのいずれかに該当する方 

 ア 学業成績等が優秀と認められる方 

イ 卒業後、中核的な介護職として就労する意欲があり、介護福祉士資格取得に向けた向

学心があると認められる方 



 

3．貸付額、条件  

 
 

貸付額 

（上限額） 

学費          月額   50,000 円 以内 

入学準備金         200,000 円 以内 （初回の貸付時に限る） 

就職準備金  200,000 円 以内 （最終回の貸付時に限る） 

国家試験受験対策費用 年額  ４0,000 円以内 

生活費加算        月額 下記（2）生活費加算額を参照 
※申請時居住地域、申請時年齢等によって異なります 

資金使途 修学資金として授業料、実習費及び教材費等の納付金のほか参考図書、学用品、

交通費等の経費。なお生活費加算の場合は、生活費も含む。 

貸付期間 養成校での在学予定期間とします。 

※卒業後介護等業務に従事している間は返還猶予となり、また一定期間継続従事

した場合は返還免除となります。 
貸付利子 無利子（ただし最終返還期限を経過した場合は年3%の延滞利子が付されます） 

貸付回数 一人当たり１回限り 

交付 年間２回の分割交付（5月と10月予定）。 

貸付決定後に初回交付する場合は、別途交付時期を指定します。 

【注意】 

高等教育の修学支援新制度の「授業料等減免」を利用できる場合は、原則減免制度を利用する必要が

あります。その場合の貸付額は、上記上限と下記範囲内で調整します。 

学 費   = (授業料+各校納金) – 授業料減免額 

入学準備金 = 入学金 – 入学金減免額 

生活費加算は併用不可、就職準備金と国家試験受験対策費用は差引無。 

≪生活費加算について≫ 

（1）対象者 

下記条件をすべて満たす必要があります。 

① 生活保護受給世帯に属する方及びこれに準ずる方（下記のいずれか） 

1）申込者が貸付申請時に生活保護世帯である  

2）申込者（申込者が被扶養者の場合は扶養者）が前年度又は当該年度において次のいずれ

かの措置を受けた場合 

・ 地方税法第２９５条第１項に基づく市町村民税の非課税 

・ 地方税法第３２３条に基づく市町村民税の減免 

・ 国民年金法第８９条または第９０条に基づく国民年金の掛金の減免 

・ 国民健康保険法第７７条に基づく保険料の減免または徴収の猶予 

② 生活保護世帯の場合、福祉事務所との調整を経て世帯分離が行われていること。 

※ 高校生の場合、養成校入学と同時に世帯分離が行われることが必要です。 

（2）生活費加算額 

一月あたりの生活費加算の上限額は、貸付対象者の貸付申請時の住所地の生活扶助基準の居宅

(第１類)基準額に対応する金額となります。(貸付申請する場合は千円未満切捨てとなります。) 

具体的な金額は、県社協まで電話でお問い合わせ下さい。 

【参考】長崎県内の級地区分は、下記の通り 

2級地-1=長崎市、2級地-2=佐世保市、西海市 

3級地-1=諫早市、大村市、長与町、時津町、3級地-2：前記以外の県内市町 

２．居住地は、養成校在学時の申請者の居住地で、卒業予定の高校生の場合は、養成校入学後の居

住予定地で適用します。 

３．申請時の年齢は、卒業予定の高校生の場合、入学年度の4月1日現在の年齢で適用します。 

４．貸付後に居住地、年齢が変動しても、貸付期間中は本件交付金額の変更は行いません。 
 



 

４．連帯保証人  

返還債務を負担することができる資力がある連帯保証人が1人必要です。 

※  原則として親権者等が連帯保証人となります。ただし、申請者が18歳に達していない場

合は、申請者の法定代理人でなければなりません。 

※ 上記法定代理人が返還債務を負担することが困難と見込まれる場合（年収が本件貸付上

限額の概ね2倍以下の場合等）は、別途原則として長崎県内在住の別生計の連帯保証人の

追加が必要です。 

※  貸付後に連帯保証人が死亡、自己破産など返還債務を負担する資力がなくなった時は、

新しい連帯保証人の選任が必要になります。 

留学生の連帯保証人は、原則養成校又は卒業後就業予定の事業法人又は各代表者等とします。 

※ 財務状況が健全で保証能力を有する必要があります。 

以下はその目安です（原則全てを満たす必要があります）。 

【財務状況】 

①5年以上の業務実績 

②自己資本比率（=自己資本÷総資産）10％以上 

【累積保証限度】 

①（流動資産-流動負債）×20％ 

②決算時の現預金、③被保証人数 10名 

◎目安を満たさない場合は、事前に、必ず県社協へご相談ください。 

※ 労働基準法 16条「賠償予定の禁止」、17条「前借金相殺の禁止」に抵触しないよう、就

学者の職業選択の自由を妨げない前提で連帯保証人となられてください。 

※ 借受人の退学・卒業、退職等により借受人との関係がなくなるなど変化した場合や帰国

等免除要件を満たさない場合でも、債務を負うリスクがあることをご理解のうえ、連帯

保証人となられてください。 

 

5．貸付申請手続き  

修学資金の貸付けを希望する修学生は、下記の書類を整え、在学する高校又は養成校へ募集要項

等で指定する期日までに提出して下さい。各高校又は養成校は選定を行い、推薦書（様式第４号）

を作成、添付し、県社協（介護貸付担当）へ指定の期日までに提出して下さい。 

※ 進学予定の留学生は、進学予定の養成校の推薦書等申請書一式を養成校経由で提出下さい。 



 

【申請時に提出いただく書類】 ※下記様式は、県社協ホームページよりダウンロードして作成して下さい。 

      ※記入例を参照し、記入漏れがないよう留意して記入して下さい。 

（１） 申請チェックリスト（様式第1号） 

（２） 貸付申請書（様式第２号） 

（３） 個人情報の取扱同意書（様式第３号） 

（４） 推薦書（様式第４号）※高校生の場合は高校、それ以外は養成校に作成を依頼して下さい 

（５） 調査書（高校生、入学前の外国人留学生、在校生（1年生）は高校、入学前留学先のもの。   

その他の在校生は養成校のもの。） 

（６） 住民票（申請者分：世帯全員及び本籍地の記載があり、個人番号のないもの） 
※ 居住地にかかわらず本人、家計支持者（両親等）及びその被扶養者全員分が必要です。 

（７） 住民票（連帯保証人分：世帯全員及び本籍地の記載があり、個人番号のないもの） 
※ 上記（6）申請者分住民票に記載されている場合、申請者分のみで可。 

（８） 家計支持者（両親等）の市町村発行の所得課税証明書 

※ 所得の有無にかかわらず、原則父母双方が家計支持者になります。所得がない場合も、所得

「0円」の証明書が必要です。所得のみでなく課税状況が証明されていることが必要です。 

※ 必ず市町村の窓口で「課税所得額（課税標準額）」及び「市町村民税調整控除額」どちらも

記載されている証明書の発行を依頼してください。 

（９） 連帯保証人の市町村発行の所得課税証明書（上記（8）と同一人であれば、提出は省略） 

（１０） 生活費加算を申請する場合 

① 経済状況を証明する書類： 
※福祉事務所長等が発行する生活保護受給証明書や課税・非課税証明書、国民年金保険料免除

決定通知、国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予決定通知書等 

② 生活保護世帯の場合のみ：福祉事務所長等の意見書（自立助長に係る意見） 

③ 生活保護世帯の場合のみ：福祉事務所長等が発行する保護変更決定通知書（世帯分離

が確認できるもの）。高校生は、養成校入学時に提出。 

（１１） その他（入学時に４５歳以上で、離職して２年以内の方は、雇用保険受給資格者証や

離職票など離職日を確認できる書類を追加で添付して下さい。） 

〈留学生の場合〉 

〇 要提出書類：上記（1）～（6） 

〇 その他提出書類：在留カード写し、連帯保証人に係る法人決算書写し（直近3年分）、 

法人案内パンフレット（WAM NETやホームページで代用可能な決算書、パンフレットは省

略可）。 

【代表者等個人保証の場合（さらに追加する書類）】上記（7）、（9） 

 

【貸付仮決定後（審査後）に提出いただく書類】 仮決定後に改めて提出の案内をいたします。 

（１）本人及び連帯保証人の印鑑登録証明書 

（２）借用書（様式第10号）/申請者・保証人各直筆で住所、氏名を署名、押印。 
※ 金額（合計、内訳）の訂正はできません。書損じの場合は、再作成して下さい。 

※ 日付は記入しないで下さい（県社協が、後日に送金日を補記します）。 

※ 必ず実印を押印下さい。 

※ 印紙税非課税措置を受けているため、収入印紙の貼付は不要。 

（３）本人名義の振込口座通帳の写し（表表紙とその裏の写し） 
※ 銀行名・支店名・支店コード、口座番号、カタカナ口座名義が記載されているページをコピーし

て下さい。 

 



 

６．申請内容の審査、貸付契約の締結  

1）手続きの流れ 

① 県社協 

申請者に対し、審査結果の通知と借用書等の提出のお願いを養成校経由で行い

ます。 

※借用書の提出のお願いは、仮決定者（申請が承認された者）のみ行います。 

養成校に対し、「在学確認書」を送付します。 

② 
養成校 

内容を確認のうえ、上記①の書類を申請者に渡して下さい。 

在学確認書の作成及び借用書等をとりまとめのうえ、県社協に提出してくださ

い。 

仮決定者 借用書等を準備し、期日を守って養成校に渡して下さい。 

③ 県社協 

上記②の提出内容を確認し、本決定及び貸付契約の締結を行い、第１回送金を行

います。 

借受人（本決定となった仮決定者）に対し、「貸付決定通知書」及び「送金通知

書」等を養成校経由で送付します。 

③ 
養成校 内容を確認のうえ、上記③の書類を借受人に渡してください。 

借受人 上記③の書面内容を確認し、着金確認を行ってください。 

 ※予約生募集（入学前の申請者）の場合には、養成校への入学後（４月頃）に、仮決定者に対する

借用書等の提出のお願い及び養成校に対する「在学確認書」の作成のお願いを行います。なお、

①審査結果の通知は、審査後速やかに、高校生の場合には在学中の高校及び養成校あてに、外

国人留学生の場合には養成校あてに送付します。 

2）留意点 

A）申請内容の審査結果の理由は、開示しません。 

B）以下申請時高校生の場合のみの留意点 

・志望校での不合格、入学辞退、進路変更等の場合、必ず県社協へ連絡して下さい。 

・進学に従って住民登録を変更した場合、住所変更届（様式第26号）を提出して下さい。 

・生活費加算の場合のみ：福祉事務所長等が発行する保護変更決定通知書（世帯分離が確認

できるもの）を提出して下さい。 



 

７．貸付金の送金  

県社協では、契約書類を確認したのち、下記のとおり送金手続きを行います。 

【留意点】 

① 分割交付は、原則年間２回（5月と 10月予定）です。 

② 送金先の口座は、本人名義の口座に限ります。 

③ 分割交付の１回あたりの送金額は、承認月額×６ヶ月分です。 

生活費加算の場合も同様に承認月額×６ヶ月分です。 

④ 入学準備金は初回送金時に、就職準備金は最終学年 10月の分割交付時に送金します。 

⑤ 国家試験受験対策費用は、初回及び各年 5月分に各年額を送金します。 

⑥ 学校あてに「在学状況確認書」を送付しますので、4月１日及び 10月１日時点のそれぞれ

における学生（借受人）の在学状況を記入して下さい。 

⑦ 高等教育の修学支援新制度の授業料等減免額が変動した場合は、送金額も変動します。 

⑧ 退学、休学、復学、停学、留年や進路変更した場合は別の手続きが必要になります。 

【年２回の分割送金のフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．貸付契約の解除  

次の場合、貸付契約が解除となります。 

借受人等は、事由が発生後３０日以内に辞退届（様式第23号）を県社協に提出して下さい。 

（１） 退学したとき 

（２） 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき 

（３） 学業成績が著しく不良になったと認められるとき 

（４） 死亡したとき 

（５） 貸付期間中に貸付契約の解除を申し出たとき 

（６） その他貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき 

９．貸付の休止  

借受人が休学、停学、留年等の処分を受けたときは、その処分を受けた日の属する月の翌月分か

ら復学した（留年の場合は進級が追いついた）日の属する月の分までの修学資金の貸付けを、原則

として休止します。また、学費の未納や出席・修学状況が芳しくない場合は、送金を猶予する場合

があります。 

 

借受人 
 

 

通帳により着金確認。 

 

養成校 

 

 

 
（必要事項記載、

返送） 

県社協 

 

 
  

 

 

 
送金 

養成校 

 

 

 

 

県社協 

 

 

 

 
 

在学状況確認書 在学状況確認書 在学状況確認書 

送金通知書(学校用) 

送金通知書(学生用) 

送金通知書(学校用) 

送金通知書(学生用) 

送金通知書(学生用) 



 

10．返還  

次の場合（災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があると認められる場合を除く）、貸付けを

受けた修学資金の全額を原則として一括で返還しなければなりません。ただし、借受人の申し出が

あった場合は、県社協が認める期間内（貸付実施期間の2倍の年数内を目安）で１月毎の分割返還を

認める場合があります。事由が発生した日から３０日以内に、返還計画書（様式第２４号）を県社

協に提出して下さい。 

借受人は、県社協から通知された返還通知書に従い、所定の期日までに返還しなければなりませ

ん。 

（１）貸付契約が解除されたとき 

（２）養成校を卒業した日から１年以内に介護福祉士登録簿に登録せず又は長崎県内において介

護等業務に従事しなかったとき 

（３）県内において介護等業務に従事しなくなったとき 

（４）業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき 

 

11．返還金の支払猶予  

次の場合、その事由が継続している期間、修学資金の返還を猶予することができます。 

返還金の支払猶予を申請しようとする方は、返還猶予申請書（様式第１２号）に以下（1）～（3）

に対応する関係書類を添えて、養成校、介護等施設・事業所等を通じて県社協へ提出して下さい。 

なお返還猶予できるのは、返還計画書等により既に返還期限が到来していないものに限ります。 

（１）貸付契約を解除した後も引き続き養成校に在学しているとき〔在学証明書等〕 

（２）長崎県内の社会福祉施設等において、介護等業務に従事しているとき〔業務従事届（様式

第２０号）〕 

（３）借受人が災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事情により返還が困難であると認められ

るとき〔罹災証明、医師の診断書等の当該事情を疎明する資料〕 

 

12．返還債務の当然免除  

次の場合、貸付額にかかる返還の債務全額（既に返還を受けた債務を除く）を免除します。 

返還債務の当然免除を申請しようとする方は、返還免除申請書（様式第２１号）に関係書類（当

該事情を疎明する資料）を添えて、県社協へ提出して下さい。 

（１）次の要件をすべて満たす場合 

①養成校卒業から１年（やむを得ない事由により試験に不合格等となった場合は２年）以内に介

護福祉士の資格を取得し、かつ長崎県内において介護等業務に従事。 

②介護福祉士として５年（過疎地域等特例の場合3年）間継続して県内で介護等業務に従事 

※災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった場合は、引き続

き業務に従事しているものとみなします。ただし業務従事期間には算入しません。 

※５年、3年の在籍期間中に、それぞれ業務従事期間が900日以上又は540日以上が必要です。 

※関係書類：業務従事届（様式第２0号） 

   【過疎地等特例】 下記いずれかの状態で介護等業務に従事した場合 

・過疎地域、離島及び中山間地域等に所在する事業所で介護等業務に従事 

  ※参考として、巻末【参考】過疎地域等の範囲を記載しております。 

・中高年離職者（入学時に４５歳以上かつ、離職して２年以内の者をいう）が従事 

（２）介護職員等の業務として従事している期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起

因する心身の故障のため介護職員等として継続して従事することができなくなったとき。 

※関係書類：死亡届（死亡診断書写し又は戸籍抄本写し等を含む）又は医師の診断書 

 



 

1３．返還債務の裁量免除  

次の場合、審査により修学資金の返還債務の全額又は一部が免除されます。 

返還債務の裁量免除を申請しようとする方は、返還免除申請書（様式第２１号）に関係書類を添

えて、県社協へ提出して下さい。 

（１） 死亡又は障害により貸付けを受けた修学資金を返還することができなくなったとき 

…免除額は、返還債務額（既に返還を受けた金額を除く。以下同じ。）の全部又は一部 

（２） 県内において、修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間以上、介護等業務に従事し

たとき 

…免除額は、返還債務額の一部 

 

1４．貸付後の確認、届け出義務  

（１）定期確認、報告 

①在学確認：養成校卒業までは、分割送金時に養成校を経由して、在学確認を行います。（在

学状況確認書） 

②在職確認：養成校卒業かつ介護施設等に就職後は、毎年一定時期に、免除期間（５年もしく

は３年）に達するまで、在職が継続しているかの確認を行います。（業務従事届：

様式第２０号） 

（２）随時報告（各種異動発生時） 

住所・氏名の変更、就労先の変更、休職、退職等の場合は、事由が発生した日から30日以内

に報告が必要です。 

（３）契約解除、返還及び返還の猶予、免除の申請 

前記８～１３に該当する場合は、事由が発生した日から 30日以内に申請が必要です。 

（4）在留資格の確認（留学生の場合のみ） 

下記いずれの場合も、在留カードの写しをもってその報告が必要です。 

・在留資格の期限更新 

・在留資格の変更（就職時に留学から介護へ） 

 

＜注意＞ 

上記報告を怠ったことにより返還猶予事由が継続しているか等の状況が確認できない場合は、返

還猶予が認められず、全額の返還が必要となります。 



 

1５．貸付後の各種事由による手続きのフロー  

（１）在学中の手続き（随時） 
① 退学、進路変更の場合（貸付金の返還） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
② 休学、停学、留年の場合（貸付の停止） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 復学の時は、休学・停学・復学・留年届（様式第 2９号）を学校へ提出して下さい。 

県社協で届け出を受理した後、貸付金の送金を再開します。 

※ 心身故障や学業不振等の状況が著しい場合は、契約解除となることもあります。 

  

学生 

（借受人） 

養成校 

県社協 

退学について学校へ申し出し、30日以内に書類提出 

 

貸付に係る書類を県社協へ送付 

提出された返還計画書に基づき、返還明細の作成、送付 

 

借受人 
返還明細に基づき県社協指定口座に振込（返還） 

【金融機関と自動送金契約締結】 

学生 
（借受人） 

学校 

休学等について学校へ申し出（速やかに） 

 

休学・停学・復学・留年届を作成し県社協へ送付 

県社協 貸付金送金の停止 

辞退届（様式第２３号）、返還計画書（様式第２４号） 

同上 

同上 返還明細書 

 

同上 

休学・停学・復学・留年届（様式第 2９号） 

 

同上 

同上 

 



 

③ 卒業時の手続き（4月～5月） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 介護福祉士の登録完了、県内の施設に介護職として就職内定 

 

学生 

（借受人） 
②介護職以外の職又は県外に就職内定 

→返還手続き（30日以内） 

 

県社協 

①の場合 

提出された書類を確認 

 

②の場合 

提出された書類に基づき、 

契約解除及び返還開始のお知らせの作成、送付 

 

借受人 

②の場合 

返還予定表に基づき県社協指定口座に振込（返還） 

【十八親和銀行に限り口座振替可】 

留意点 

・介護福祉士登録し、かつ介護業務に従事している期間は返還猶予となります。 

・返還が発生する場合は 30日以内に返還計画書を提出しなければなりません。 

・①、②の書類を、卒業した年の 4～5月（県社協が指定した日）までに県社協へ送付

して下さい。 

返還計画書（様式第２４号） 

 

業務従事届（様式２０号）、介護福祉士登録証写し 

 

契約解除及び返還開始のお知らせ、返還予定表 

 

同上 

 

同上 

 

同上 

 



 

（２） 就職後の手続き  
 

① 在職の届出（毎年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以後、５年間（過疎地等での勤務、中高齢者は 3年間）介護等業務に従事した場合 

 
② 返還免除の手続き 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

県社協 内容確認 

県社協 
返還免除対象の確認と審査、 

通知書の送付 

通知書、借用書の受領、確認 

同上 

 

返還免除決定通知書、借用書 

県社協 
毎年の在職確認（業務従事届の提出依頼） 

 業務従事届（様式２０号） 

 

借受人 
業務従事届を記入、捺印、県社協へ提出 

※ 就労先（介護事業所等）の署名、捺印も必要です 

同上 

 

同上 

 

同上 

 

借受人 

県社協 
毎年の在職確認（業務従事届の提出依頼） 

 業務従事届（様式２０号） 

 

借受人 
業務従事届を記入、捺印、県社協へ提出 

※ 就労先（介護職場）の署名、捺印も必要です 

同上 

 

留意点 

・毎年の業務従事届の内容を確認の上、返還免除要件に該当している場合は、上記のとおり

県社協で免除決定を行います。返還免除決定通知書が到着していない間は、返還免除とな

りません。 

 



 

③介護職に転職した時の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④介護職以外の仕事に就くとき（貸付金の返還） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤病気や育休、災害等で仕事を休む場合 

就労先変更の確認 

借受人 
退職し介護以外の仕事、30日以内 

退職し県外への転出後、30日以内 

県社協 
業務従事期間、裁量免除の可否の確認 

 

借受人 
返還予定表に基づき県社協指定口座に振込（返還） 

【十八親和銀行に限り口座振替可】 

 

県社協 
返還の確認 

返還完了の通知書等の送付 

 

借受人 通知書、借用書の受領、確認 

借受人 退職先と新しい就労先に書類作成を依頼する 

退職した 

施設・事業

所 
就職する 

施設・事業所 

書類作成 

書類作成 

留意点 

・介護職に転職する場合は、引き続き返還猶予となりますが、再就職までに無職の

期間がある場合は、返還猶予申請書（様式第１２号）を提出して下さい。 

・介護以外の仕事に転職する時、県外へ異動する時は返還の対象となります。ただ

し、一定期間介護の仕事をしていた場合は、審査により一部免除される場合もあ

ります。事前に県社協へご相談下さい。 

・会社内の人事異動等により、借受人の意思によらず、県外で介護等業務に従事し

た場合は、免除期間として算入します。 

借受人 県社協へ書類提出 

業務従事届（様式２０号） 

 

同上 

 

同上 

 

同上 

 

同上 

 

返還計画書（様式第 24号） 

退職届（様式第 2５号） 

 

 

退職届（様式第 2５号） 

 

県社協 

同上 

 

同上 

 

契約解除及び返還開始のお知らせ、返還予定表 

 

 

同上 

 

返還完了通知書、借用書 

 

ポイント：変動がある場合、まず事前にお電話下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥住所、氏名が変更になった場合 
 

 

 

 

 

 

 
 

借受人 
住所、氏名の変更が発生して３０日以内 

 

県社協 

【各手続きでの留意点】 

・就業先事業所には、返還免除に達するまで毎年在職確認が行われる旨の了解を得

ておいて下さい。県社協から受け取った毎年の業務従事届を就職先事業所と共同

して作成して下さい。 

・貸付金の返還は原則として一括返還です。ただし、県社協が認める場合は月賦で

の返還も可能です。月賦返還の返還期間は、貸付実施期間の 2倍の年数内が目安

です。個別のケースで県社協が認める範囲も異なります。事前に県社協に相談下

さい。 

・貸付期間より長く介護等業務に従事した後に、転職等で介護以外の業務に従事、

あるいは、県外へ転職した場合は、審査により貸付額の一部が返還免除になる可

能性があります（裁量免除）。免除を受けるには、返還免除申請書の提出が必要で

す。事前に県社協へご相談下さい。 

・業務上の理由により、死亡又は業務に起因する心身の故障のため、業務に従事で

きなくなったときは返還免除対象要件（当然免除）となりますので、県社協まで

ご相談下さい（業務外の理由での場合は返還免除対象となりません）。 

・業務期間中に災害や病気等で休業する場合、返還猶予申請書に必要書類を添え県

社協へ送付下さい。猶予期間は業務従事期間には含まれませんが、返還は猶予さ

れます。 

・連帯保証人が死亡した場合や、自己破産した場合など、債務負担能力がなくなっ

た場合は、死亡届、死亡診断書等と共に連帯保証人変更申請書、所得証明書を県

社協へ送付下さい。 

借受人 

県社協 

病気や災害、育児等による休職 

返還猶予の承認、不承認の決定 

返還猶予申請書（様式第１２号）、 

診断書など証明する書類 

医師の診断書、罹災証明等 

 

 

同上 

 

返還猶予期間変更通知 

 

借受人  同上 

 

住所・氏名変更届（様式第２６号） 

 

登録内容の確認 同上 

 



 

１６．規程、手引き、様式リンク集  

長崎県社会福祉協議会ホームページよりダウンロードできます。 

様式は改訂されることがあります。最新の様式は同ホームページに掲載いたします。 

・長崎県介護福祉士修学資金等貸付規程 

・長崎県介護福祉士修学資金貸付事業の手引き 

・各種様式（下記一覧） 

様式№ 様式名（略称） 以下ＰＤＦ版 その他 

第 1号 申請チェックリスト  

第 2号 貸付申請書  

第 3号 個人情報の取扱同意書  

第 ４号 推薦書 Word版 

第 ７号 在学証明書  

第 9号 意見書（福祉事務所）  

第10号 借用書  

第12号 返還猶予申請書  

第20号 業務従事届  

第21号 返還免除申請書  

第23号 辞退届  

第24号 返還計画書  

第25号 退職届  

第26号 住所・氏名 変更届  

第27号 死亡届  

第28号 連帯保証人変更申請書  

第2９号 休学・停学・復学・留年届  

 

１７．申請先・問い合わせ先  

この事業に関しての問い合わせ先、申請書の送付先は、次の通りです。 

 

【申請・問い合わせ先】 

〒８５２－８５５５ 長崎市茂里町３番２４号 長崎県総合福祉センター２Ｆ 

社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会 福祉人材センター 介護貸付担当 宛て 

E-Mail：kashitsuke@nagasaki-pref-shakyo.jp 

TEL 095-846-8656 
 

【参考】過疎地域等の範囲 
 

市町内の全域が過疎地域等に該当する市町 

島原市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、東彼杵町、

川棚町、小値賀町、佐々町、新上五島町 

市町内の一部が過疎地域等に該当する市 

長崎市、佐世保市、諫早市、大村市 

過疎地域等に該当しない町 

長与町、時津町、波佐見町 

 ※詳細は、県社協のホームページでご確認ください。 



 

 



 

 



 

介護福祉士修学資金貸付 Q&A 

Q01 養成施設等とはどのような施設ですか。長崎県内の施設を教えて下さい。 

A01 養成施設等とは、介護福祉士等の養成を目的としています。社会福祉士及び介護福祉士

法の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定

した施設です。 

なお、長崎県内で新規募集する養成施設等は下記のとおりです。 

申し込み時点での養成施設等及び県外の対象となる養成施設等については、進学される

養成施設にご確認下さい。 

4年制：長崎純心大学、長崎国際大学 

2年制：長崎短期大学、こころ医療福祉専門学校、こころ医療福祉専門学校壱岐校、 

長崎医療こども専門学校（近畿大学九州短期大学） 
 

Q02 貸付を申請する場合、どのようにすればいいですか。 

A02 養成施設等に入学後、養成施設等に申し出て、制度の概要の説明を受け、申請に必要と

なる書類を受け取って下さい。申請は、養成施設の推薦が要件となります。申請手続き

は、養成施設のとりまとめを経て、長崎県社協に対し行われることとなります。 

高校生の場合は、養成施設等ではなく高校を通じて申請を行って下さい。 

Q03 入学時ではなく、次学年（例えば2年次）以降からの借り入れはできますか 

A03 可能です。 

ただし、途中年度からの借り入れのため入学準備金の借り入れはできません。 

Q04 働きながら通信課程を受講します。そうような場合においても、申請できますか。 

A04 可能です。ただし、本件貸付の必要性について総合的に審査します。 

また就職準備金については現在免除要件の施設で働いている場合は借り入れできません。 

現在返還免除対象外の業務に従事しており卒業後転職が必要な場合は、借り入れできます。 

Q05 生活福祉資金と本貸付の併給はできないこととされていますが、生活福祉資金以外の貸付制

度との併給について制約はあるのでしょうか。 

A05 生活福祉資金に限らず、母子父子福祉資金、職業訓練給付等の国庫補助事業等との併給は

できません。 

なお日本学生支援機構の「奨学金」及び日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の利用に

ついては、学生等の個別の状況に応じ、その併給を認めています。ただし、本件貸付を含め

必要な範囲内（原則本件で不足する学費の範囲内）に限られます。 

高等教育の修学支援新制度の「授業料等減免」を利用できる場合、原則減免制度を

利用する必要があります。その場合減免相当額を調整、差引し本件貸付を行います。 

Q06 養成施設等を休学、停学、留年した場合は、その期間の貸付は受けられますか。 

A06 休学、停学、留年の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した（留年の場合は進級

が追いついた段階）日の属する月の分までの修学資金の貸付は、行いません。既に貸付を

受けている場合は、次回の交付額を休学又は退学の期間に応じて減額します。なお休学等

の状況によっては、返還が必要な場合もあります。Q07を参照下さい。 

 



 

Q07 留年した場合はどうなりますか。 

A07 学業成績が著しく不良になったことを理由に留年になった場合は、以後の貸付金を停止

します。なお、借入した修学資金は、返還となりますが引き続き養成施設等に在学してい

るときは返還の猶予ができます。同様の理由で休学、停学を経た場合も、同様の猶予、返

還となります。 

また、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により留年となった場合は、貸付金

の交付を続けますが、契約した貸付期間の延長はいたしません。 

Q08 退学した場合はどうなりますか。 

A08 貸付を停止し、既に借受けた金額を返還していただきます。 

Q09 在学中に死亡した場合、又は心身の故障により将来に渡って介護等業務に従事する見込み

がないときはどうなりますか。 

A09 原則として返還の対象となります。借入した修学資金は、相続人及び連帯保証人が引き

継ぐことになります。ただし、相続人及び連帯保証人へ請求が困難であるなど真にやむを

得ないと認められるときは、免除の対象となる場合があります。 

Q10 卒業後に死亡した場合、又は心身の故障により介護等業務に従事できなくなったときは、

どうなりますか。 

A10 業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続すること

ができなくなったときは返還が免除されます。 

また、業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事若しくは継続でき

なくなったときは、原則として返還の対象となります。相続人及び連帯保証人へ請求が困

難であるなど真にやむを得ないと認められるときは、免除の対象となる場合があります。 

Q11 連帯保証人が死亡したとき、又は破産の宣告その他連帯保証人として適当でない理由が発

生したときはどうなりますか。 

A11 その理由が生じた日から起算して30 日以内に新たな連帯保証人を立てていただきます。 

Q12 貸付けを受けたお金の返還に要する期間（返還期間）は何年間ですか。 

A12 修学資金を返還しなければならない理由が生じた日の属する月の翌月から県社協が認める

期間（貸付実施期間の2倍の年数内を目安）の期間内に分割して返還していただきます。 

Q13 貸付けを受けたお金に利子は付きますか。 

A13 本修学資金は無利子の制度です。しかし、定められた返還期間内に返還しなかった場合

は、返還できなかった元金に対して年利3.０ パーセントの延滞利子が付されます。 

Q14 養成施設等を卒業後に、更に別の学校等に進学する場合はどうなりますか。 

A14 社会福祉士指定養成施設において修学する場合のみ、「返還猶予申請書」の提出で返還は

猶予されます。 

  



 

Q15 卒業後、介護福祉士の資格は取得したが、その後1年以上就職又は返済免除業務への従事が

できなかったときはどうなりますか。 

A15 就職まで1年以上かかった場合、卒業から1年を経過した時点で返済開始となります。し

かし、就職して介護等業務に従事したときは、そこから返還を猶予することができます。

すでに返済した貸付金は、免除にはなりません。 

なお卒業後他の職種に就職した方で、将来介護等業務に従事する意志ありと認められる

場合は、卒業した日から2年以内の期間まで介護等業務への従事を猶予します。 

Q16 介護等業務に就いたが、雇用形態が常勤でない場合はどうなりますか。 

A16 パート等の常勤でない形態で従事した場合でも、事業所等に登録した期間が通算1,825日

以上あり、かつ介護等業務に従事した期間が900日以上である場合は免除の対象となりま

す。途中で事業所を変更した場合は、継続している必要があり、同時に2 つ以上の事業所

等において介護等業務に従事した期間は１つの期間として計算し、通算しないものとしま

す。また、1日あたりの就業時間が短時間であっても1日として計算します。 

Q17 就業していた福祉施設を辞め、別の福祉施設で働き始めた場合も返還猶予や免除の対象に

なりますか。 

A17 長崎県内の介護等業務であれば対象になります。ただし、連続して勤務していると認め

られる場合に限ります（離職期間は最長1か月以内が目安です）。前業務先の「退職届（第

25号）」と新業務先の「業務従事届（第20号）」を県社協へ提出して下さい。届け出を怠

った場合には返還が必要になることもありますので、留意ください。 

Q18 返還免除要件（５年間の介護等の業務への従事）における「５年間」とは、連続ですか、

それとも通算ですか。 

A18 返還免除要件における「５年間」は、原則として連続している必要があります。ただし

当初就職した事務所を退職し、新たな就職先を探している場合など、連続している状態と

同視できる特段の事情がある場合には連続とみなします。 

Q19 返還免除対象の業務従事期間について、「業務従事開始日」及び「登録日」からのいずれ

の日から算定できますか。 

A19 「業務従事開始日」または「登録日」のいずれか遅い方から算定します。 

Q20 育児休暇をとることになりました。休暇によって、返還免除の要件である継続した勤務が

認められないことになりますか。また休暇期間は、免除対象期間となりますか。 

A20 育児、介護、疾病等によるやむを得ない事由よる休暇の場合、１年程度で復帰した場合

は、勤務の継続性は認められます。ただし、休暇期間中は免除対象期間には算入されませ

ん。 

Q21 業務従事期間について、養成校卒業後、過疎地（３年未満）と通常地域（５年未満）双方

にて勤務を行った場合、返還免除要件を満たすことになりますか。 

A21 過疎地域での免除要件の３年は、あくまでも連続した業務従事期間が必要となります。

例えば、過疎地域での連続した業務従事期間が３年に満たない時点で過疎地域以外の通常

地域での業務に従事した場合は、過疎地域及び通常地域において、通算５年に達した時点

ではじめて免除要件を満たすものとなります。 

『昭和 63年 2月 12日社庶第 29号』 
【参考】別添１概要-介護等業務 ① 



 

詳細は、上記通知を参照願います 

1.指定施設における業務の範囲（別添 1-概要） 

番号 施設・事業所等種別 職種等名 

（１）福祉に関する相談援助業務の範囲（社会福祉士） 

(1) 保健所 精神障害者に関する相談援助業務を行っている専任の精神保健福

祉相談員、精神保健福祉士、精神科ソーシャルワーカー 

(2) 児童相談所 児童福祉司、受付相談員、相談員、電話相談員、児童心理司、児

童指導員 

(3) 母子生活支援施設 母子支援員、少年を指導する職員、個別対応職員 

(4) 児童養護施設 児童指導員、個別対応職員、家庭支援専門相談員、職業指導員、

里親支援専門相談員 

(5) 障害児入所施設、障害児通所支援事業を行う施設
（児童発達支援センターに限る。） 

児童指導員、児童発達支援責任者、心理指導担当職員 

(6) 情緒障害児短期治療施設 児童指導員、個別対応職員、家庭支援専門相談員 

(7) 児童自立支援施設 児童自立支援専門員、児童生活支援員、個別対応職員、家庭支援

専門相談員、職業指導員 

(8) 児童家庭支援センター 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 88条の 3第 1項に規

定する職員 

(9) 障害児通所支援事業を行う施設（児童発達支援センタ

ーを除く。） 
指導員、児童発達支援責任者 

(10) 障害児相談支援事業を行う施設 相談支援専門員 

(11) 病院、診療所 次のアからエまでの相談援助業務を行っている専任の職員   
ア:患者の経済的問題の解決、調整に係る相談援助   
イ:患者が抱える心理的・社会的問題の解決、調整に係る相談援助   
ウ:患者の社会復帰に係る相談援助   
エ:以上の相談援助業務を行うための地域における保護医療福祉の

関係機関、関係職種等との連携等の活動 

(12) 身体障害者更生相談所 身体障害者福祉司、心理判定員、職能判定員、ケースワーカー 

(13) 身体障害者福祉センター 身体障害者に関する相談に応ずる職員 

(14) 精神保健福祉センター 精神障害者に関する相談援助業務を行っている専任の精神保健福

祉相談員、精神保健福祉士、精神科ソーシャルワーカー 

(15) 救護施設、更生施設 生活指導員 

(16) 福祉事務所 指導監督を行う所員（査察指導員）、身体障害者福祉司、知的障

害者福祉司、社会福祉主事（老人福祉指導主事）、現業を行う所

員（現業員）、家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事（家

庭児童福祉主事）、家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事す

る職員（専任の家庭相談員）、面接相談員、専任の婦人相談員、

専任の母子自立支援員 

(17) 婦人相談所 相談指導員、判定員、専任の婦人相談員 

(18) 婦人保護施設 入所者を指導する職員 

(19) 知的障害者更生相談所 知的障害者福祉司、心理判定員、職能判定員、ケースワーカー 

(20) 養護老人ホーム 生活相談員 

特別養護老人ホーム 生活相談員 

軽費老人ホーム 生活相談員、主任生活相談員、入所者の生活・身上に関する相談

及び助言並びに日常生活の世話を行う職員 

老人福祉センター 相談・指導を行う職員 

老人短期入所施設 生活相談員 

老人デイサービスセンター 生活相談員 

老人介護支援センター 相談援助業務を行っている専任の職員 

(21) 母子福祉センター 母子の相談を行う職員 

(22) 介護保険施設 生活相談員、介護支援専門員 

指定介護療養型医療施設 生活相談員、介護支援専門員 

(23) 地域包括支援センター 包括的支援事業に係る業務を行う職員 

(24) 障害者支援施設 生活支援員、就労支援員、サービス管理責任者 

(25) 地域活動支援センター 指導員 

(26) 福祉ホーム 管理人 



 

(27) 障害福祉サービス事業 生活支援員、就労支援員、サービス管理責任者 

(28) 一般相談支援事業 相談支援専門員 

(29) 特定相談支援事業 相談支援専門員 

（２）福祉に関する相談援助の実務経験を有すると認められる職種の範囲（社会福祉士） 

(1) 生活保護法に規定する授産施設、宿所提供施設 指導員  
(2) 乳児院 児童指導員、個別対応職員、家庭支援専門相談員、里親支援専門

相談員 

(3) 有料老人ホーム 生活相談員 

(4) 指定特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設

入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活

介護を行う施設 

生活相談員、計画作成担当者 

(5) 身体障害者更生援護施設、 生活支援員、指導員 

(6) 精神障害者社会復帰施設 精神保健福祉士、精神障害者社会復帰指導員、管理人 

(7) 知的障害者援護施設 生活支援員 

(8) 高齢者総合相談センター 相談援助業務を行っている専任の相談員 

(9) 隣保館 相談援助業務を行っている専任の指導職員 

(10) 都道府県社会福祉協議会 日常生活自立支援事業実施要領 5に規定する専門員 

(11) 市町村社会福祉協議会 社会福祉協議会企画指導員、福祉活動指導員、福祉活動専門員設

置要綱 2に規定する福祉活動専門員、相談援助を行っている専門

の職員 

(12) 児童デイサービス事業を行っている施設 相談援助業務を行っている専任の職員 

(13) 児童福祉法第 6条の 2第 3項に基づく厚生労働大臣

の指定を受けた指定医療機関 

児童指導員、 

(14) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園

法第 11条第 1号に規定する施設 

相談援助業務を行っている専任の指導員、ケースワーカー 

(15) 知的障害者福祉工場 相談援助業務を行っている専任の指導員 

(16) 地方更生保護委員会、保護観察所 保護観察官 

(17) 更生保護施設 補導主任、補導員 

(18) 労災特別介護施設 相談援助業務を行っている指導員 

(19) 心身障害児総合通園センター 相談援助業務を行っている専任の職員 

(20) 児童自立生活援助事業実施要綱に基づく児童自立生

活援助事業を行っている施設 

相談援助業務を行っている専任の相談員 

(21) 児童福祉法第 6条の 3第 1項に規定する児童自立生

活援助事業を行っている施設 

相談援助業務を行っている専任の指導員 

(22) 子育て短期支援事業を行っている児童養護施設、母

子生活支援施設、乳児院、及び保育所等 

相談援助業務を行っている専任の職員 

(23) 母子家庭等就業・自立支援センター事業及び一般市

等就業・自立支援事業を行っている施設 

相談援助業務を行っている専任の相談員 

(24) 地域子育て支援拠点事業を行っている施設 相談援助業務を行っている専任の職員 

(25) 重症心身障害児（者）通園事業を行っている施設 児童指導員、 

(26) 点字図書館、聴覚障害者情報提供施設 相談援助業務を行っている専任の職員 

(27) 障害者総合支援法に規定する共同生活介護を行う施

設 

相談援助業務を行っている専任の職員 

(28) 障害福祉サービスのうち短期入所、重度障害者等包

括支援、共同生活援助、共同生活援助を行う施設 

相談援助業務を行っている専任の職員 

(29) 改正前の児童福祉法に規定する知的障害児施設、

知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由

児施設 

児童指導員 

(30) 改正前の児童福祉法に規定する重症心身障害児施設 児童指導員、心理指導を担当する職員 

(31) 廃止前の障害者自立支援法に基づく相談支援事

業を実施する事業所 

相談支援専門員 

(32) 身体障害者自立支援を行っている施設 相談援助業務を行っている専任の職員 

(33) 日中一時支援、障害者相談支援事業、障害児等療育

支援事業を行っている施設 

相談援助業務を行っている専任の職員 

(34) 精神障害者地域移行支援特別対策事業を行っている

施設 

地域体制整備コーディネーター、地域移行推進員 

(35) 精神障害者地域移行・地域定着支援事業を行ってい

る施設 

地域体制整備コーディネーター、地域移行推進員 



 

(36) 精神障害者アウトリーチ推進事業を行っている施設 相談援助業務を行っている専任の職員（医師、保健師、看護師、作業

療法士その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く。） 

(37) アウトリーチ事業を行っている施設 相談援助業務を行っている専任の職員（医師、保健師、看護師、作業

療法士その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く。） 

(38) 指定居宅サービスに該当する通所介護、基準該当居

宅サービスに該当する通所介護、指定介護予防サー

ビスに該当する介護予防通所介護、基準該当介護予

防サービスに該当する介護予防通所介護・指定短期

入所生活介護、基準該当居宅サービスに該当する短

期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護、

基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期

入所生活介護を行う施設（老人デイサービスセンタ

ー及び老人短期入所施設を除く。） 

生活相談員 

(39) 指定通所リハビリテーション、指定介護予防サービ

スに該当する介護予防通所リハビリテーション、指

定短期入所療養介護、介護予防入所療養介護を行う

施設 

支援相談員 

(40) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う施設 オペレーター 

(41) 指定夜間対応型訪問介護を行う施設 オペレーションセンター従業者 

(42) 指定認知症対応型通所介護、指定介護予防認知症対

応型通所介護を行う施設（老人デイサービスセンタ

ーを除く） 

生活相談員 

(43) 指定小規模多機能型居宅介護、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介

護、指定介護予防認知症対応型共同生活介護、指定

複合型サービスを行う施設 

介護支援専門員 

(44) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を

行う施設 

生活相談員、介護支援専門員 

(45) 居宅介護支援事業を行っている事業所 介護支援専門員 

(46) 介護予防支援事業を行っている事業所 担当職員 

(47) 生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）運営事

業を行っている生活支援ハウス 

生活援助員 

(48) 高齢者の安心な住まいの確保に資する事業を行って

いる高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）、多

くの高齢者が居住する集合住宅等 

相談援助業務を行っている生活援助員 

(49) 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第 5条第

1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅 

相談援助業務を行っている専任の職員 

(50) 地域福祉センター 相談援助業務を行っている専任の職員 

(51) ひきこもり地域支援センター ひきこもり支援コーディネーター 

(52) 地域生活定着支援センター 相談援助業務を行っている専任の職員 

(53) ホームレス総合相談推進業務を行っている事業所 相談援助業務を行っている専任の相談員 

(54) ホームレス自立支援センター 生活相談指導員 

(55) （自立相談支援モデル事業運営要領）に基づく自立

相談支援機関 

主任相談支援員及び相談支援員 

(56) 発達障害者支援センター 「発達障害者支援センター運営事業実施要領」に規定する相談支

援を担当する職員、就労支援を担当する職員 

(57) 広域障害者職業センター 障害者職業カウンセラー 

(58) 地域障害者職業センター 障害者職業カウンセラー、職場適応援助者 

(59) 障害者雇用納付金制度に基づく第 1号職場適応援助

者助成金受給資格認定法人 

第 1号職場適応援助者養成研修を修了した専任の職員であって、

ジョブコーチ支援を行っている者 

(60) 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正

する法律」第 3条の規定による改正前の障害者の雇

用の促進等に関する法律（旧法）第 27条に規定す

る障害者雇用支援センター 

旧法第 28条第 1号、第 2号及び第 7号に規定する業務を行う職員 

(61) 障害者就業・生活支援センター 主任就業支援担当者、就業支援担当者、生活支援担当職員 

(62) スクールソーシャルワーカー活用事業実施要領に基

づく教育機関 

スクールソーシャルワーカー 

(63) 施工規則第 2条第 1号から第 13号まで及び上記 1～

62までに定められている施設以外で福祉に関する相

談援助を行う施設として厚生労働大臣が個別に認め

た施設 

当該施設において、福祉に関する相談援助業務を行っている専任

の相談員 



 

 

昭和 63年 2月 12日社庶第 29号』 

  詳細は、上記通知を参照願います 

 

２.介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等（別添２-概

要） 
 

介護等の業務の範囲（介護福祉士） 

番号 施設・事業所等種別 職種等名 

(1) 障害児通所支援事業を行う施設 入所者の保護に直接従事する職員
（児童指導員、職業指導員、心理指導担

当職員、作業療法士、理学療法士、聴能

訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員

並びに医師、看護師その他医療法に規定

する病院として必要な職員を除く） 

児童発達支援センター 

障害児入所施設 

知的障害児施設 

知的障害児通園施設 

盲ろうあ児施設 

肢体不自由児施設 

重症心身障害児施設 

(2) 身体障害者更生援護施設 主たる業務が介護等である者 

身体障害者更生施設 

身体障害者療護施設 

身体障害者授産施設 

地域活動支援センターを行う事業所 

障害者支援施設 

(3) 救護施設 介護職員 

更生施設 

(4) 老人デイサービスセンター 介護職員 

老人短期入所施設 

特別養護老人ホーム 

(5) 障害福祉サービス事業のうち共同生活介護 主たる業務が介護等である者 

(6) 障害福祉サービ

スを行う事業所 

居宅介護 主たる業務が介護等である者 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 

生活介護 

短期入所 

自立訓練 

就労移行支援 

就労継続支援 

重度障害者等包括支援 

共同生活援助 

療養介護 

(7) 児童デイサービスを行っている事業所 主たる業務が介護等である者 

(8) 指定訪問介護 訪問介護員等 

指定介護予防訪問介護 

(9) 指定通所介護 介護職員 

指定介護予防通所介護 

指定短期入所生活介護 

指定介護予防短期入所生活介護（老人デイサービスセンター及び老人短期入所

施設を除く） 

(10) 指定訪問入浴介護 
介護職員 

指定介護予防訪問入浴介護 

(11) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 訪問介護員等 

【参考】別添 2 概要-介護等業務 ② 



 

(12) 指定夜間対応型訪問介護 訪問介護員 

番号 施設・事業所等種別 職種等名 

(13) 指定認知症対応型通所介護、指定介護予防認知症対応型通所介護を行う

施設（老人デイサービスセンターを除く） 

介護職員 

(14) 指定小規模多機能型居宅介護 介護従事者 

指定介護予防小規模多機能型居宅介護 

(15) 指定認知症対応型共同生活介護 介護従事者 

指定介護予防認知症対応型共同生活介護 

(16) 指定複合型サービス 介護従業者 

(17) 指定通所リハビリテーション 介護職員 

指定介護予防通所リハビリテーション 

指定短期入所療養介護 

指定介護予防短期入所療養介護を行う施設 

(18) 指定特定施設入居者生活介護 介護職員 

指定地域密着型特定施設入居者生活介護 

指定介護予防特定施設入居者生活介護 

(19) 養護老人ホーム 主たる業務が介護等の業務である者 

軽費老人ホーム 

有料老人ホーム 

介護老人保健施設 

(20) サービス付き高齢者向け住宅 主たる業務が介護等の業務である者 

(21) 指定介護療養型医療施設であって、療養病床等により構成される病棟、

又は診療所 

介護職員等その主たる業務が介護等

の業務である者 

(22) 「老人病棟老人入院基本料（１～４）」、「老人性認知症疾患療養病棟

入院料」、「診療所老人医療管理料」の届出を行った病棟等 

看護の補助の業務に従事する者であ

って、その主たる業務が介護等の業

務である者 

(23) 病院又は診療所 看護の補助の業務に従事する者のう

ち、その主たる業務が介護等の業務

である者 

(24) ハンセン病療養所 介護員等主たる業務が介護等の業務

である者 

(25) ― 家政婦のうち、主たる業務が介護等

の業務である者 

(26) 労災特別介護施設 介護職員 

(27) 重症心身障害児（者）通園事業を行っている施設 入居者の保護に直接従事する職員

（施設長、医師、看護師、児童指導員

及び理学療法、作業療法、言語療法等担

当職員を除く） 

(28) 在宅重度障害者通所援護事業を行っている施設 主たる業務が介護等の業務である者 

(29) 知的障害者通所援護事業を行っている施設 主たる業務が介護等の業務である者 

(30) 身体障害者自立支援、生活サポートを行っている施設 主たる業務が介護等の業務である者 

(31) 日中一時支援 主たる業務が介護等の業務である者 

訪問入浴サービス 介護職員 

(32) 地域福祉センター 主たる業務が介護等の業務である者 

(33) 原子爆弾被爆者養護ホーム 介護職員 

(34) 原子爆弾被爆者デイサービス事業 介護職員 

原子爆弾被爆者ショートステイ事業 

(35) 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業 原爆被爆者家庭奉仕員 

(36) ― 介護等の便宜を供与する事業を行う

者に使用される者のうち、その主た

る業務が介護等の業務である者 

 



 

様式集 

 

様式は、長崎県社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます。 

様式は改訂されることがあります。最新の様式は同ホームページに掲載いたします。 



 

様式第１号（修学資金） 

 提出書類と一緒に、本チェックリストも高校、留学先又は養成校の担当者様へ提出して下さい。  
 

 

 

申請チェックリスト（修学資金） 

【書類が揃ったかのチェックと各記載内容の確認チェック】 

 最終提出するときは、下記順番で書類を並べて下さい。 

共通 
各種様式への記載は、各種記載例を参照し記入したか。 □ 

記入すべき項目でのブランク（記入漏れ）はないか □ 

書類が揃っているかのチェック 各書類の記載内容のチェック 

□ 1号 申請チェックリスト:本票 チェックの漏れは無いか（最後にチェック） □ 

□ 2号 貸付申請書：1/2枚目 署名・押印したか：1か所（申請者） □ 

生活費加算を利用する場合、居住地、年齢により月額限度額が異な

ります。募集要項等で確認したか。また期間は2年内か。 

入学後の世帯分離について、福祉事務所との調整は済んでいるか。 

□ 

□ 2号 貸付申請書：2/2枚目 家族欄は、注意事項に従い、家計維持者（両親等）及びその被扶養

者（別居人も含む）及びその同居人全員分を記入しているか。 

□ 

申請者が未成年の場合、連帯保証人は法定代理人(親権者等)か □ 

連帯保証人の年収が貸付希望額の2倍未満の場合は、別途長崎県内

在住の別生計の連帯保証人を追加しているか。 

□ 

□ 3号 個人情報の取扱同意書 署名・押印したか：２か所(申請者・連帯保証人) 【注】 □ 

□ 4号 推薦書 署名・押印したか：1か所（高校又は養成校） □ 

□ － 調査書 高校生、入学前の外国人留学生、在校生（1年生）は高校、入学前

留学先のもの。その他の在校生は養成校のもの。 

□ 

□ － 住民票 

（申請者及びその世帯） 

本人、家計支持者（両親等）及びその被扶養者（別居人も含む）及

びその同居人全員分を添付しているか。 

□ 

世帯全員、本籍地を含む。個人番号は含めない。 □ 

□ － 住民票（連帯保証人） 世帯全員、本籍地を含む。個人番号は含めない。 

上記申請者住民票に記載されている場合、申請者分のみで可。 

□ 

□ － 所得課税証明書 

（生計支持者） 

（連帯保証人） 

所得の有無にかかわらず、原則父母双方が生計支持者になります。所

得がない場合も、所得「0円」の証明書が必要です。所得のみでなく

課税状況が証明されていること。 

□ 

□ － その他(生活費加算の場合な

ど) 
手引きに従った書類を添付しているか □ 

【注】連帯保証人が2名必要な場合は、署名・押印、印鑑登録証明書等が1か所増えます。 

高校、留学先又は養成校名  申請者 

氏名 
 

高校、留学先又は養成校担当者名  

【高校、留学先又は養成校の担当者様へ】 

上記の書類が全て揃ったらこのチェックリストと申請書を県社協へ送って下さい。 



 

様式第２号（修学資金－1/4枚目） 

 

長崎県介護福祉士修学資金貸付申請書 
令和 8 年 11 月 20 日 

 

 長崎県社会福祉協議会会長 様 

 

  下記のとおり長崎県介護福祉士修学資金の貸付を受けたいので、関係書類を添えて 

 申請します。 

 

申
請
者 

フリガナ ナガサキ ハナコ 性別 生年月日 

氏名 長崎 花子  
□ 男 

□ 女 

□ 昭和 19 年 6 月 3 日生       

□ 平成           （ 18 歳） 

住所 

〒８５２－９９９９ 

長崎市茂里町９９－９９ 

携帯電話 
０９０（ ９９９９ ） ９
９９９ 

自宅電話 ０９５（ ９９９ ） ９９９
９ 

最終学歴 
(現在高校生の場合は、在校名と卒

業見込み年月) 平成・令和 8 年 3 月 平和高等 学校卒 

養成校名 
(学科・専攻記載)  

※高校生は志望校 

出島福祉短期大学 
 健康福祉学科 社会福祉コース 

通学 

区分 

□ 自宅 

□ 自宅外 

高校生のみ記入 進学後転居の予定 □ 無し 、□ 有り（転居予定地     県       市・郡） 

在校生のみ記入 入学年月 令和  年  月 現在第 学年 卒業予定 令和 年 月 
 

借入 

希望 

期間 

金額 

 

 

令和 8年 4 月から令和 10年 3 月 まで（ 24 か月） 

①月額分累計 1,200 千円 
内訳（月額   50 千円× 24 か月） 

※月額５万円以内、期間は借入期間同様 

②入学準備金 200 千円 ※２０万円以内 初回加算 

③就職準備金 200 千円 ※２０万円以内 最終回加算 

④国家試験 

受験対策費用 
80 千円 

内訳（年額  40 千円× 2年） 

※年額４万円以内、期間は上限２年 

⑤生活費加算 千円 
内訳（月額    千円×    か月） 
※生活保護世帯等に限る 
※月額は募集要項範囲内、期間は上限２年 

⑥合計（①～⑤） 1,680 千円 ① +②+③+④+⑤ 

国庫補助金事業

等の借入状況 

□ 借入なし 、 □  生活福祉資金 、□  母子父子寡婦福祉資金 

□ その他借入（                      ） 

本件以外の貸与型奨学金

の利用(含む見込み) 

□ 無、□ 有：□ 日本学生支援機構、□ 日本政策金融公庫 

        □ その他（            ） 

卒業までの利用予定額 720 千円（内訳 30 千円×24回  ） 

授業料等減免、給付型奨

学金の利用(含む見込み) 

□ 無、□ 有：□ 日本学生支援機構基準第Ⅰ区分（支援額 3/3） 

       □ 日本学生支援機構基準第Ⅱ区分（支援額 2/3） 

□ 日本学生支援機構基準第Ⅲ区分（支援額 1/3） 

※ 高等教育の修学支援新制度の「授業料等減免」を利用できる場合、原則減免制度を利用する必要があ

ります。その場合減免相当額を調整、差引して本件貸付を行います。上記「借入希望金額」欄は、差引

く前の希望金額を記入ください。 

✔ 

✔ ✔ 

記入例（白地様式は次頁） 

✔✔ 

貸付番号 

(県社協使用欄) 

✔ 

✔ 

✔ 



 

様式第２号（修学資金－2/4 枚目） 

生計を一にする家族の状況 
※ 外国人留学生は記入不要 

注意)①家計支持者（両親等）の被扶養者全員（同居、別居にかかわらず）を記載。②被扶

養にかかわらず、家計支持者と同居者全員を記入、③行が不足する場合は、別途適宜の用紙

を添付して下さい。※両親が家計支持者になる場合、所得有無にかかわらず父母双方を家計

支持者とみなし、父母それぞれの所得・課税証明書の提出が必要です。 

続柄 
氏   名 

年齢 
勤務先名・職種 

（ 学 校 名 ・ 学 年 ） 

同居 

・別居 

年間収入額 

(単位千円) 

本人 長崎 花子 18 平和高校 3年 □同・□別 0 

父 長崎 太郎  59 九十九島商事株式会社長崎支社 □同・□別 4,326 

母 長崎 洋子 50 無職 □同・□別 0 

兄 長崎 一郎 21 出島大学 3年 □同・□別 0 

弟 長崎 次郎 15 平和高校 1年 □同・□別 0 

    □同・□別  

    □同・□別  

住所等 

〒  －                 【親等が別居の場合のみ記入】 

   

携帯電話   （     ）     自宅電話  （   ） 

 

 

連
帯
保
証
予
定
者 

フリガナ ナガサキ タロウ 本人との続柄 生年月日 

氏名 長崎 太郎      父 
□ 昭和 42 年 12 月 ５ 日生 

□ 平成           （59 歳） 

住所等 

〒８５２－９９９９ 

長崎市茂里町９９－９９ 

携帯電話 
０９0（ ８８８８ ）８８
８８  

自宅電話 
０９５（ ９９９ ）９９９
９ 

勤務先 

名称 

住所等 

名

称 
九十九島商事株式会社長崎支社 年間収入額 

4,326,000 円 

〒８５２－９９９９ 

長崎市茂里町７７－７７ 
    電話 ０９５（ ７７７ ）７７７７   

注）申請者が未成年であるときは、連帯保証人のうち 1名は当該法定代理人でなければなりません。 

 

下記は、保証人が２名以上の場合のみ使用。 

連
帯
保
証
予
定
者 

フリガナ  本人との続柄 生年月日 

氏名             
□ 昭和     年   月  日生 

□ 平成            （   歳） 

住所等 

〒   －    

 

携帯電話 （      ）   自宅電話 （      ）   

勤務先 

名称 

住所等 

名

称 
 年間収入額 

 

〒   －    

 

    電話   （   ） 

※ 法人保証の場合は、4/4 枚目に記入して下さい。 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

上記注意事項に従い、関係者全員を記載し、かつ全員分の住民票が必要です。 

両親が家計支持者の場合、収入の有無にかかわらず父母のそれぞれの所得証明（含む「所得 0円」の証明）が必要です。 

年間収入額は、所得等の控除前の「収入金額」を記入して下さい。 

年間収入額は、所得等の控除前の「収入金額」を記入して下さい。 

記入例（白地様式は次頁） 
家計支持者（収入の有無にかかわらず原則父母双方） 



 

様式第２号（修学資金－3/4 枚目） 

 

介護福祉士として働くことに対する想い 
 

 修学資金等は、「中核的な介護職として就労する意欲があり、介護福祉士資格取得に向けた向学

心があると認められる者」に貸付を行うこととしています。 

 それをふまえて、介護福祉士を目指そうと思った理由や、どんな介護福祉士になりたいか等を記

述して下さい。 

 

氏   名 長崎 花子 

 

【外国人留学生の場合は、本書面は提出不要】 

 

 介護福祉士になろうと思った理由やどんな介護福祉士になりたいか等を記述（３００字程度） 

 例）私は、～（途中省略）  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～介護福祉士になりたいです。 



 

様式第２号（修学資金－4/4 枚目） 

 

【法人保証でない場合は、本書面は提出不要】 

 

連
帯
保
証
予
定
法
人 

フリガナ シャカイフクシホウジン モリカイ 

法人名 

代表者名 

 社会福祉法人 茂里会 

 理事長 茂里 一郎 
 

所在地 

 

〒８５２－９９９９ 

 

長崎市茂里町６６－６６        

電話 ０９５（６６６）６６６６ 担当者名 茂里 花子  

 



 

様式第２号（修学資金－1/4 枚目） 

 

長崎県介護福祉士修学資金貸付申請書 

 
令和    年   月     日 

 

 長崎県社会福祉協議会会長 様 

 

  下記のとおり長崎県介護福祉士修学資金の貸付を受けたいので、関係書類を添えて 

 申請します。 

申
請
者 

フリガナ  性別 生年月日 

氏名   
□ 男 

□ 女 

□ 昭和   年   月   日生       

□ 平成           （   歳） 

住所 

〒    －      

 

携帯電話 （    ） 自宅電話 （    ） 

最終学歴 
(現在高校生の場合は、在高校名と

卒業見込み年月) 平成・令和  年  月        学校卒 

養成校名 
(学科・専攻記載)  

※高校生は志望校 

 
通学 

区分 

□ 自宅 

□ 自宅外 

高校生のみ記入 進学後転居の予定 □ 無し 、□ 有り（転居予定地     県       市・郡） 

在校生のみ記入 入学年月 令和  年  月 現在第  学年 卒業予定 令和 年 月 
 

借入 

希望 

期間 

金額 

 

 

令和    年   月 から令和    年   月 まで（  か月） 

①月額分累計 千円 
内訳（月額     千円×   か月） 
※月額５万円以内、期間は借入期間同様 

②入学準備金 千円 ※２０万円以内 初回加算 

③就職準備金 千円 ※２０万円以内 最終回加算 

④国家試験 

受験対策費用 
千円 

内訳（年額    千円×    年） 
※年額４万円以内、期間は上限２年 

⑤生活費加算 千円 
内訳（月額     千円×   か月） 
※生活保護世帯等に限る 
※月額は募集要項範囲内、期間は上限２年 

⑥合計（①～⑤） 千円 ①+②+③+④+⑤ 

国庫補助金事業

等の借入状況 

□ 借入なし 、 □  生活福祉資金 、□  母子父子寡婦福祉資金 

□ その他借入（                  ） 

本件以外の貸与型奨学金

の利用(含む見込み) 

□ 無、□ 有： □ 日本学生支援機構、□ 日本政策金融公庫 

         □ その他（        ） 

卒業までの利用予定額    千円（内訳          ） 

授業料等減免、給付型奨

学金の利用(含む見込み) 

□ 無、□ 有：□ 日本学生支援機構基準第Ⅰ区分（支援額 3/3） 

       □ 日本学生支援機構基準第Ⅱ区分（支援額 2/3） 

□ 日本学生支援機構基準第Ⅲ区分（支援額 1/3） 

※ 高等教育の修学支援新制度の「授業料等減免」を利用できる場合、原則減免制度を利用する必要があ

ります。その場合減免相当額を調整、差引して本件貸付を行います。上記「借入希望金額」欄は、差引

く前の希望金額を記入ください。 

貸付番号 

(県社協使用欄) 



 

様式第２号（修学資金－2/4 枚目） 

生計を一にする家族の状

況 
※ 外国人留学生は記入不要 

注意)①家計支持者（両親等）の被扶養者全員（同居、別居にかかわらず）を記載。②被扶

養にかかわらず、家計支持者の同居者全員を記入、③行が不足する場合は、別途適宜の用

紙を添付して下さい。※両親が家計支持者になる場合、所得有無にかかわらず父母双方を

家計支持者とみなし、父母それぞれの所得・課税証明書の提出が必要です。 

続柄 氏   名 年齢 
勤務先名・職種 

（ 学 校 名 ・ 学 年 ） 

同居 

・別居 

年間収入額 

(単位千円) 

本人    □同・□別  

    □同・□別  

    □同・□別  

    □同・□別  

    □同・□別  

    □同・□別  

    □同・□別  

住所等 

〒   －               【親等が別居の場合のみ記入】   

 

 

 携 帯 電 話     （      ）       自 宅 電 話    
（     ）     

 

 

連
帯
保
証
予
定
者 

フリガナ  本人との続柄 生年月日 

氏名             
□ 昭和     年   月   日生 

□ 平成           （   歳） 

住所等 

〒   －    

 

携帯電話 （      ）   自宅電話 （      ）   

勤務先 

名称 

住所等 

名

称 
 年間収入額 

 

〒   －    

 

    電話   （   ）   

注）申請者が未成年であるときは、連帯保証人のうち 1名は当該法定代理人でなければなりません。 

 

下記は、保証人が２名以上の場合のみ使用。 

連
帯
保
証
予
定
者 

フリガナ  本人との続柄 生年月日 

氏名             
□ 昭和     年   月   日生 

□ 平成            （   歳） 

住所等 

〒   －    

 

携帯電話 （      ）   自宅電話 （      ）   

勤務先 

名称 

住所等 

名

称 
 年間収入額 千円 

〒   －    

 

    電話   （   ）   



 

※ 法人保証の場合は、4/4 枚目に記入して下さい。



 

様式第２号（修学資金－3/4 枚目） 

 

介護福祉士として働くことに対する想い 
 

 修学資金等は、「中核的な介護職として就労する意欲があり、介護福祉士資格取得に向けた向学

心があると認められる者」に貸付を行うこととしています。 

 それをふまえて、介護福祉士を目指そうと思った理由や、どんな介護福祉士になりたいか等を記

述して下さい。 

 

氏   名 
 

 

【外国人留学生の場合は、本書面は提出不要】 

 

 介護福祉士になろうと思った理由やどんな介護福祉士になりたいか等を記述（３００字程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

様式第２号（修学資金－4/4 枚目） 

 

【法人保証でない場合は、本書面は提出不要】 

 

連
帯
保
証
予
定
法
人 

フリガナ  

法人名 

代表者名 
           

所在地 

 

〒   －    

 

電話 （      ）   担当者名   

 



 

様式第３号（長崎県介護福祉士修学資金等貸付共通）   

 

長崎県介護福祉士修学資金等貸付における個人情報の取扱いについて 

 
１． 個人情報の利用目的 

長崎県介護福祉士修学資金等貸付事業（以下、「本事業」という）の円滑な実施のため、貸付･返還の状況について正確に把握す

ることを目的 として個人情報を取得・利用いたします。 

２． 個人情報の取得について  

本会は、本事業に際して個人情報を取得する時は、必要な情報のみを、適法かつ適正な方法により取得するものとします。  

３． 個人情報の利用について  

本事業において個人情報を利用する場合は、利用目的の範囲内として、本会の本事業担当者により利用することを原則としま

す。 ただし、事業の目的を達成するために必要な範囲において、都道府県社会福祉協議会、県内外の養成施設、介護施設・事業

所、福祉関係機関、その他行政機関等の外部に対して個人情報を提供し、また、個人情報を取得します。  

４。個人情報の本事業目的以外への利用および第三者への提供について  

本事業を通じて収集した個人情報については、本人の同意なく、本事業の目的以外への利用すること、および上記３「個人情報

の利用について」において示した外部への提供を除き、第三者へ提供することは致しません。 ただし、下記の例のような場合に

は、あらかじめ同意を得ないでお伝えした目的以外の利用、第三者への提供をすることがあります。 

・ 弁護士法に基づいた弁護士による照会に回答する場合。  

・ 火災･災害など緊急時で、人の生命・身体、財産の保護のために必要がある場合。  

・ 税務署からの照会、警察・検察からの捜査協力依頼などで、本人に知らせることでその事務に支障を及ぼすおそれがある場

合。  

５。 個人情報の管理について  

本事業利用に関わる個人情報については、書面及び情報システムにつながったコンピュータに入力し、個人データとして本事業

担当者の管理の下、保管･利用します。個人データについては、常に正確かつ最新の状態に保ち、漏えい・き損のないように努め

ます。個人データを管理するコンピュータの保守を委託している業者とは、個人情報の保護について定めた条項を含む契約を結

んでいます。 また、返還が完了した貸付にかかわる個人情報については、返還が終了した年度の終了後１０年が経過した時点

で、確実に破棄または削除します。  

６。個人情報の本人への開示について  

本事業において管理する個人データについて、その開示の申し出がされた場合には、本人であることの確認をした上で、申し出

をした本人の個人情報について開示します。 ただし、開示によって本人又は第三者の権利利益を害するおそれがある場合や、本

会事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合などには、開示しません。  

 

長崎県介護福祉士修学資金等貸付における個人情報の取扱同意書 

 

社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会会長 様  

 

長崎県介護福祉士修学資金等貸付事業における個人情報の取扱いについて同意します。 

 

 

 

 令和 7 年 11 月 20 日      貸付申請者      長崎 花子    

                    （本人自筆）   

  

令和 7 年 11 月 20 日      連帯保証予定者   長崎 太郎     

（本人自筆） 

 

令和   年   月    日       連帯保証予定者                     

（本人自筆） 

 

 

※ 貸付申請者、連帯保証予定者各々について、署名し、日付を記載して下さい。 

  

記入例（白地様式は次頁） 



 

様式第３号（長崎県介護福祉士修学資金等貸付共通）   

 

長崎県介護福祉士修学資金等貸付における個人情報の取扱いについて 

 
１． 個人情報の利用目的 

長崎県介護福祉士修学資金等貸付事業（以下、「本事業」という）の円滑な実施のため、貸付･返還の状況について正確に把握す

ることを目的 として個人情報を取得・利用いたします。 

２． 個人情報の取得について  

本会は、本事業に際して個人情報を取得する時は、必要な情報のみを、適法かつ適正な方法により取得するものとします。  

３． 個人情報の利用について  

本事業において個人情報を利用する場合は、利用目的の範囲内として、本会の本事業担当者により利用することを原則としま

す。 ただし、事業の目的を達成するために必要な範囲において、都道府県社会福祉協議会、県内外の養成施設、介護施設・事業

所、福祉関係機関、その他行政機関等の外部に対して個人情報を提供し、また、個人情報を取得します。  

４。個人情報の本事業目的以外への利用および第三者への提供について  

本事業を通じて収集した個人情報については、本人の同意なく、本事業の目的以外への利用すること、および上記３「個人情報

の利用について」において示した外部への提供を除き、第三者へ提供することは致しません。 ただし、下記の例のような場合に

は、あらかじめ同意を得ないでお伝えした目的以外の利用、第三者への提供をすることがあります。 

・ 弁護士法に基づいた弁護士による照会に回答する場合。  

・ 火災･災害など緊急時で、人の生命・身体、財産の保護のために必要がある場合。  

・ 税務署からの照会、警察・検察からの捜査協力依頼などで、本人に知らせることでその事務に支障を及ぼすおそれがある場

合。  

５。 個人情報の管理について  

本事業利用に関わる個人情報については、書面及び情報システムにつながったコンピュータに入力し、個人データとして本事業

担当者の管理の下、保管･利用します。個人データについては、常に正確かつ最新の状態に保ち、漏えい・き損のないように努め

ます。個人データを管理するコンピュータの保守を委託している業者とは、個人情報の保護について定めた条項を含む契約を結

んでいます。 また、返還が完了した貸付にかかわる個人情報については、返還が終了した年度の終了後１０年が経過した時点

で、確実に破棄または削除します。  

６。個人情報の本人への開示について  

本事業において管理する個人データについて、その開示の申し出がされた場合には、本人であることの確認をした上で、申し出

をした本人の個人情報について開示します。 ただし、開示によって本人又は第三者の権利利益を害するおそれがある場合や、本

会事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合などには、開示しません。  

 

長崎県介護福祉士修学資金等貸付における個人情報の取扱同意書 

 

社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会会長 様  

 

長崎県介護福祉士修学資金等貸付事業における個人情報の取扱いについて同意します。 

 

 

 

 令和    年   月    日        貸付申請者                           

                   （本人自筆）   

 

  

令和    年   月     日        連帯保証予定者                            

（本人自筆） 

 

 

令和    年   月     日        連帯保証予定者                            

（本人自筆） 

 

 

※ 貸付申請者、連帯保証予定者各々について、署名し、日付を記載して下さい。 

 

 



 

様式第４号(修学資金) 

推  薦  書 
                               令和    年   月    日 

 長崎県社会福祉協議会会長 様 

 

        高校又は養成校の所在地    〒   －    

 

        高校又は養 成 校 の 名 称                  

 

        高校又は養成校の長の職及び氏名                 ㊞ 

 

連絡担者部署・電話番号     （   ）     

連絡担当者役職名・氏名  

  下記の者は長崎県介護福祉士修学資金の貸付けを受ける者として適当であると認められる 

 ので、推薦いたします。 

被推薦者 

氏名 
 

総合 

推薦順位 

    位 

人中 
※1名の場合は 1/1 で記入。 

※高校推薦の場合は記入不要。 

推
薦
者
意

見 

※ 学力 
(成績評点を参考に客観的に記入下さい) 

 １．優秀 

２．平均を上回る 

３．平均 

４．平均を下回る 

※ 意欲 
(卒業後、介護福祉士として中核的な介護職として就労する意欲） 

(下記所見、推薦理由に、客観的に判断できる根拠を記入ください) 

１．極めて高く認められる 

２．高く認められる 

３．認められる 

４．認められない 
所見・推薦理由 

（人物、学習・生活態度、介護職への適性、就業意欲等、調査書等参考に客観的に記入下さい。） 

（家計上の特殊な事情を記載して下さい） 

※ 1.母子・父子世帯 

2.障害者を扶養する世帯 

3.長期療養者のいる世帯 

4.単身赴任等の世帯 

5.自然災害、盗難等の被害世帯 

6.その他 

(左記の補足内容を記載して下さい) 

 

授業料等 

減免(注) 

※ 支援区分 入学金 入学金減免額 授業料 授業料減免額 
授業料以外の

校納金 
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・

Ⅳ 
円 円 円 円 円 

＜備考＞ ※欄は該当するもの、番号を○で囲んで下さい。必要であれば、適宜書式を添付して下さい。 

(注) 在校生で授業料等減免を利用する場合のみ記入。授業料・減免額・校納金は、半年相当分を記入。 

【推薦での留意点】 

本制度は返還免除があるとはいえ借入金であり、中途退学や介護業務から離職すると、全額返還が必要となります。

返還者の中には、コミュニケーション能力等の介護職への適性、学習習慣や学習意欲、介護職としての就業意欲などが

十分ではないケースが認められました。申請者の適性、意欲等を十分考慮し推薦、記入して下さい。 



 

様式第9号(修学資金) 

 

長崎県介護福祉士修学資金貸付に関する意見書 
 

1. 被保護世帯の状況 

(1)  申請人 氏名                (生年月日)   年  月  日生 

 

(2)  世帯主(住所)                               (氏名)             

 

(3)  保護開始年月日     年   月   日 

 

(4)  給付内容 

① 生活扶助  ②住宅扶助  ③教育扶助  ④医療扶助  ⑤介護扶助 

      

※(該当する給付内容に〇を付けて下さい) 

 

(5) 世帯人数 (      人) 

 

２.介護福祉士修学資金貸付に関する福祉事務所の意見 

 

 

 上記のとおり当福祉事務所の意見を申し上げます。 

 

令和  年  月  日 

                         福祉事務所長 印  

 

 

 社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会会長 様 
 

 

 

【本貸付による自立助長に関する意見及び申請人の就学時の世帯認定等について記載して下さい】 

 

 

 

 

 



 

 様式第１０号(修学資金) 

借用書（長崎県介護福祉士修学資金） 
 
  

長崎県社会福祉協議会会長 様 

貸付番号（県社協使用欄）  氏名 長崎 花子 

養成校名 

(学科・専攻まで詳しく) 

出島福祉短期大学 健康福祉学科 社会福祉コース 

入学年月 □平成 、□令和  ８ 年 ４ 月 第  １ 学年 

私は、次のとおり長崎県介護福祉士修学資金の貸付けを受けました。長崎県介護福祉士修学資金等貸付規

程等の規定に従い、学生としての本分を尽くして修学するとともに、卒業後は介護福祉士の登録を目指すと

ともに長崎県内において介護等業務に継続して従事することを誓約します。なお借用期間または返還猶予期

間において、本規程に定めることを履行できないときまたは返還猶予要件に該当しなくなったときは、本規

程に従い返還いたします。 

借 用 期 間 令和 ８ 年 ４ 月 から 令和１０ 年 ３ 月までの ２４ 箇月 

月額累計  １，２００，０００  円 内訳（月額 50,000 円 × 24 か月） 

入 学 準 備 金 ２００,０００ 円  

就 職 準 備 金 ２００,０００ 円  

国家試験対策費用 ８０,０００ 円 内訳（年額  ４0,000 円 ×   ２年） 

生活費加算累計 円 内訳（月額       円 ×   か月） 

借 用 総 額 １,６８０,０００ 円 
※ 金額（合計、内訳すべて）の訂正はできません。書き損じた場合

は、再作成して下さい。 

借用期間経過後の 

返還猶予期間 

借用期間経過後、長崎県内で介護福祉士として返済免除業務に従事する期間が 5年（過

疎地等の場合 3年）を経過するまでの期間で、下記返還猶予要件に該当する期間。 

返還猶予要件 
①養成校を卒業予定年度に卒業し、卒業から 1年以内に介護福祉士に登録すること 

②介護福祉士登録後、長崎県内で介護等業務に継続して従事していること 

振込口座 

銀行名 支店名 口座種類 口座番号 口座名義（カタカナ） 

○○ 長崎駅前 普通預金 1234567 ナガサキ ハナコ 

借用金は、原則年 2回（5月と 10月）分割で受領します。月額のものは都度 6か月分、国家試験対策費年

額は各 5月、入学準備金は初回送金時、就職準備金は最終学年 10月に受領します。高等教育の修学支援新制

度の「授業料等減免」を利用する場合は、減免額と調整した金額を受領します。 

借受人 
(自署) 住所 長崎市茂里町 99－99   

氏名 長崎 花子               

実印  
※実印を押印下さい。 

私は、借受人に上記のとおり履行させるとともに、万一借受人が履行しない場合は、その債務を連帯して

負担いたします。 

連 帯 保

証人 
(自署) 

住所 長崎市茂里町 99－99 

氏名 
長崎 太郎                 

      実印 

※実印を押印下さい。 

連 帯 保

証人 
(自署) 

住所 
 

氏名  実印  

契約日 
（県社協が初回送金日を補記） 

令和 

記入例（白地様式は次頁） 

金額（合計、内訳すべて）の訂正

はできません。書き損じた場合は、

再作成して下さい。 

記入漏れがないようにして下さい。 

住民票の住所を、正確に記入して下さい。 

注意：日付は記入せず、必ず空欄にして下さい。 

この欄は、連帯保証人が

2 名の場合のみ使用して

下さい。 

※ 租税特別措置法第 91 条の３第２項の規定の適用による印紙税非課税文書 

✔ 



 

実印を押印下さい。 

 



 

様式第１０号(修学資金) 

借用書（長崎県介護福祉士修学資金） 
契約日 

（県社協が初回送金日を補記） 
令和 

長崎県社会福祉協議会会長 様 

貸付番号（県社協使用欄）  氏名  

養成校名 

(学科・専攻まで詳しく) 

 

入学年月 □平成 、□令和  年   月 第    学年 

私は、次のとおり長崎県介護福祉士修学資金の貸付けを受けました。長崎県介護福祉士修学資金等貸付規

程等の規定に従い、学生としての本分を尽くして修学するとともに、卒業後は介護福祉士の登録を目指すと

ともに長崎県内において介護等業務に継続して従事することを誓約します。なお借用期間または返還猶予期

間において、本規程に定めることを履行できないときまたは返還猶予要件に該当しなくなったときは、本規

程に従い返還いたします。             

借 用 期 間 令和   年   月 から 令和   年  月までの    箇月 

月額累計 円 内訳（月額            円 ×     か月） 

入 学 準 備 金  円  

就 職 準 備 金 円  

国家試験対策費用 円 内訳（年額          円 ×   年） 

生活費加算累計 円 内訳（月額          円 ×   か月） 

借 用 総 額  円 
※ 金額（合計、内訳すべて）の訂正はできません。書き損じた場合は、

再作成して下さい。 

借用期間経過後の 

返還猶予期間 

借用期間経過後、長崎県内で介護福祉士として返済免除業務に従事する期間が 5年（過

疎地の場合 3年）を経過するまでの期間で、下記返還猶予要件に該当する期間。 

返還猶予要件 
①養成校を卒業予定年度に卒業し、卒業から 1年以内に介護福祉士に登録すること 

②介護福祉士登録後、長崎県内で介護等業務に継続して従事していること 

振込口座 

銀行名 支店名 口座種類 口座番号 口座名義（カタカナ） 

  普通預金   

借用金は、原則年 2回（5月と 10月）分割で受領します。月額のものは都度 6か月分、国家試験対策費年

額は各 5月、入学準備金は初回送金時、就職準備金は最終学年 10月に受領します。高等教育の修学支援新制

度の「授業料等減免」を利用する場合は、減免額と調整した金額を受領します。 

借受人 
(自署) 

住所 
 

氏名  ㊞  

※住所は、住民票の住所を正確に記載して下さい。 

私は、借受人に上記のとおり履行させるとともに、万一借受人が履行しない場合は、その債務を連帯して

負担いたします。 

連 帯 保

証人 
(自署) 

住所  

氏名  実印  

※実印を押印下さい。 

連 帯 保

証人 
(自署) 

住所  

氏名 実印  

※実印を押印下さい。 

この欄は、連帯保証人

が 2 名の場合のみ使用

して下さい。 

※ 租税特別措置法第 91 条の３第２項の規定の適用による印紙税非課税文書 



 

様式第１２号（修学資金） 

 

返還猶予申請書（修学資金） 
 

長崎県社会福祉協議会会長 様 

貸付番号 KA999 氏名 長崎 花子 

住 所 等 

〒８５２－９９９９ 

長崎市茂里町９９－９９ 

携帯電話 
０９0（９９９９）９９
９９    

自宅電話 ０９５（ ９９９）９９９９ 

 

 貸付決定日 令和 ８年 ４ 月１０日 借 用 総 額  １，６８０，０００円 

借入時の 

返還猶予期間 

借用期間経過後、長崎県内で介護福祉士として返済免除業務に従事する期間が 5 年

（過疎地の場合 3年）を経過するまでの期間で、下記返還猶予要件に該当する期間。 

借入時の 
返還猶予要件 

② 養成校を卒業予定年度に卒業し、卒業から 1 年以内に介護福祉士に登録す

ること 

②介護福祉士登録後、長崎県内で介護等業務に継続して従事していること 

今回一時的に下記やむを

えない事由により 

返還猶予を申請する期間 

令和 10 年１２月 10日 から  令和 11 年 5月 9日 まで 

申 請 理 由 

（一時的なやむをえない

事由） 
 

（具体的に記入して下さい） 

 

 骨折のため、上記申請期間業務に従事できないため 
 （医師の診断書添付） 

備    考  

  注）申請理由により次の書類を添付してください。 

    災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事情を証する書類 

 

上記のとおり長崎県介護福祉士等修学資金返還金の支払猶予を受けたいので、関係書類を添えて

申請します。なお上記申請理由にかかる事情に該当しなくなりかつ借入時の返還猶予要件にも復帰

できなかった場合には、上記猶予期間内にかかわらず返還します。 

 

 令和１０ 年１２月２６日      貸付申請者   長崎 花子    

                   （本人自筆） 

記入例（白地様式は次頁） 



 

様式第１２号（修学資金） 
 

返還猶予申請書（修学資金） 
 

長崎県社会福祉協議会会長 様 

貸付番号  氏名  

住 所 等 

〒   －      

  

携帯電話     （    ）        自宅電話      （    ）    

 

 貸付決定日    年  月  日 借 用 総 額  円 

借入時の 
返還猶予期間 

借用期間経過後、長崎県内で介護福祉士として返済免除業務に従事する期間が 5 年

（過疎地の場合 3年）を経過するまでの期間で、下記返還猶予要件に該当する期間。 

借入時の 

返還猶予要件 

①養成校を卒業予定年度に卒業し、卒業から 1年以内に介護福祉士に登録すること 

②介護福祉士登録後、長崎県内で介護等業務に継続して従事していること 

今回一時的に下記やむを

えない事由により 

返還猶予を申請する期間 

令和   年   月   日 から 令和   年   月  日まで 

申 請 理 由 

（一時的なやむをえない

事由） 
 

（具体的に記入して下さい） 

備    考  

  注）申請理由により次の書類を添付してください。 

    災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事情を証する書類 

 

上記のとおり長崎県介護福祉士等修学資金返還金の支払猶予を受けたいので、関係書類を添えて

申請します。なお上記申請理由にかかる事情に該当しなくなりかつ借入時の返還猶予要件にも復帰

できなかった場合には、上記猶予期間内にかかわらず返還します。 

 

令和   年   月   日     貸付申請者               

                   （本人自筆） 



 

様式第２０号（長崎県介護福祉士修学資金等貸付共通） 

 

業務従事届 

長崎県社会福祉協議会会長 様 

【借入人欄】 

貸付番号 KA999 
氏

名 
長崎 花子 

生年 

月日 
平成 19 年 ６ 月 3 日生 

住所等 

〒８５２－９９９９ 

長崎市茂里町９９－９９ 

携帯電話 
０９0（９９９９）９
９９９        

自宅電話 ０９５（ ９９９）９９９９ 

 ※住所、氏名を変更している場合は、新住民票を添付して下さい。 

【勤務状況欄】 

法 人 名 社会福祉法人 茂里会 （連絡担当者名） 

施設・事業所名 ヘルパーステーション茂里町 福祉太郎 

介護保険事務所番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  

介護保険でのサービ

スのコード・種別 
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訪問介護 
(略称でも可：訪問介護、通所介護、小規模多機能、グループホーム等) 

従事先住所等 〒８５２－８９９９ 

長崎市茂里町６６－６６       電話０９５（６６６）６６

６６ 

職種 
□ 介護職員  □ 介護職員以外（             ） 

※ 兼務の場合、主として（概ね 8割以上）従事している職種を記入ください。 

雇用形態 年間の介護従事日数が１８０日 □ 以上  □ 未満 

採用年月日 令和１０ 年 ４月 １日  

採用後の休職状況 

【休職有る場合のみ、下記にその状況を記入ください】 

 

 

備考  

私は上記のとおり業務に従事していますので、お届けします。 

   令和１０年 ４月１０日      氏名     長崎 花子  

  

上記のとおり相違ないことを証明します。 

令和１０年 ４月１０ 日  

           業務従事先の住所   長崎市茂里町６６－６６ 

業務従事先の名称  ヘルパーステーション茂里町 

業務従事先の長の職及び氏名   施設長 茂里太郎          

記入例（白地様式は次頁） 

茂里町 

施設長 

公印 
公印 

✔ 

事業所の公印を押印ください。 

✔ 



 

様式第２０号（長崎県介護福祉士修学資金等貸付共通） 

 

業務従事届 

長崎県社会福祉協議会会長 様 

【借入人欄】 

貸付番号  
氏

名 
 

生年 

月日 
  年  月  日生  

住所等 

〒      －         

   

携帯電話 
    
（    ）        

自宅電話      （    ）    

 ※住所、氏名を変更している場合は、新住民票を添付して下さい。 

【勤務状況欄】 

法 人 名  （連絡担当者名） 

施設・事業所名   

介護保険事務所番号            

介護保険でのサービ

スのコード・種別 

 

 

 

 

 

(略称でも可：訪問介護、通所介護、小規模多機能、グループホーム等) 

従事先住所等 
〒      －                     電話      （      ）       
                      

職種 
□ 介護職員  □ 介護職員以外（             ） 

※ 兼務の場合、主として（概ね 8割以上）従事している職種を記入ください。 

雇用形態 年間の介護従事日数が１８０日 □ 以上  □ 未満 

採用年月日    年   月  日  

採用後の休職状況 

【休職有る場合のみ、下記にその状況を記入ください】 

 

 

備考  

 

私は上記のとおり業務に従事していますので、お届けします。 

令和    年    月     日      氏名                                     

 上記のとおり相違ないことを証明します。 

令和    年   月    日  

                   業務従事先の住所  

    

業務従事先の名称 

   

業務従事先の長の職及び氏名                               公印 



 

 

様式第２１号（修学資金） 

返還免除申請書（修学資金） 
長崎県社会福祉協議会会長 様 

 

貸 付 番 号 KA999  

住 所 等 

〒８５２－９９９９ 

長崎市茂里町 99－99  

  携帯電話０９0（９９９９）９９９９  自宅電話０９５（ ９９９）９９
９９ 

氏    名 長崎 花子 生年月日 昭和・平成 19 年 6 月 3 日生 

介護福祉士 

登録年月日 
令和１０年４ 月１０日  

 

借入日 令和 ９年 ４月 １日 借 用 総 額 １,６８０,０００ 円 

 
返 還 済 額 ０ 円 

返還免除申請額 １,６８０,０００ 円 

申 請 理 由 

 
該当番号を○で囲んで

下さい。 

１．養成校卒業から１年以内に介護福祉士の登録し、その後長崎県内で５年

（特例の場合は３年）間継続して介護等業務に従事したため。 

２．業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため介護

等業務に継続して従事することができなくなったため。 

３．その他（下記記載理由） 

備    考  

 注） 申請理由により次の書類を添付して下さい。 

      理由１の場合、業務従事届（第２０号） 

      理由２、３の場合、その事実を証明する書類 

上記のとおり長崎県介護福祉士修学資金返還金の支払免除を受けたいので、関係書類を添えて 

申請します。 

 

令和 15 年 4 月 ２0 日           貸付申請者  長崎 花子  

                         （本人自筆） 

  

記入例（白地様式は次頁） 

この部分は、原則機械印字します。 



 

様式第２１号（修学資金） 

返還免除申請書（修学資金） 
長崎県社会福祉協議会会長 様 

 

貸 付 番 号   

住 所 等 

〒      －         

   

 携帯電話   （    ）    自宅電話   （    ）     

氏    名  生年月日 
昭和・平成   年   月     日

生 

介護福祉士 

登録年月日 
   年   月    日  

 

借入日        年  月   日から 借 用 総 額 円 

  
返 還 済 額 円 

返還免除申請額 円 

申 請 理 由 

 
該当番号を○で囲んで

下さい。 

１．養成校卒業から１年以内に介護福祉士の登録をし、その後長崎県内で５

年（特例の場合は３年）間継続して介護等業務に従事したため。 

２．業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため介護

等業務に継続して従事することができなくなったため。 

３．その他（下記記載理由） 

備    考  

  注） 申請理由により次の書類を添付して下さい。 

      理由１の場合、業務従事届（第２０号） 

      理由２、３の場合、その事実を証明する書類 

上記のとおり長崎県介護福祉士修学資金返還金の支払免除を受けたいので、関係書類を添えて 

申請します 

 

令和    年     月     日                    氏名                         

                         （本人自筆）  



 

様式第２３号（長崎県介護福祉士修学資金等貸付共通） 

 

 

辞退届 
 

令和   年  月  日 

 

長崎県社会福祉協議会会長 様 

 

貸付番号   

住 所 等 

〒   －     

 

 

 携帯電話   （    ）    自宅電話   （    ）     

フ リ ガ ナ  生年月日 

氏    名 ㊞  昭和・平成  年  月  日生 

貸付決定日    年   月   日 貸付決定額 円  

 

 

下記のとおり長崎県介護福祉士修学資金等の貸付を辞退しますので、お届けします。 

 

 

辞退年月 日    年   月   日 

辞 退 理 由  

  

  

 



 

様式第２４号（長崎県介護福祉士修学資金等貸付共通） 

返還計画書 
令和１０年 4 月 3 日 

長崎県社会福祉協議会会長 様 

 

貸付番号 KA999  

住 所 等 

〒８５２－９９９９ 

長崎市茂里町 99－99  

  携帯電話０９0（９９９９）９９９９  自宅電話０９５（ ９９９）９９９
９  

氏    名 

（自  署） 
長崎 花子 生年月日 昭和・平成 19 年 6 月 3 日生 

 

次のとおり下記借入金の返還計画書を提出します。 

長崎県（ □介護福祉士修学、□介護福祉士実務者研修受講、□離職介護人材再就職準備 ）資金 

返還すべき額        1、680,000 円 

最終期限    令和１４ 年 ３月まで 

※返還方法 

 
一括か分割を丸で

囲んでください。 

分割の場合、右欄に

内容を記入して下さ

い。 

一括 

・ 

分割 

最終期限： 令和１４年 3 月まで 

分割方法：初回 令和１０年 4 月に 35,000 円返還 

令和１０ 年 ５月から 令和１４年 ３月まで毎月 35,000 円返還 

 

最終期限に 35,000 円返還し完済する。 

※返還金 

 振込先 

口座名義：社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会 

金融機関：十八親和銀行 

〈返還金の支払いに係る費用（送金手数料等）は、借受人が負担します〉  

※返還理由 
 

該当番号を○で囲

んで下さい。 

 

１．貸付契約の解除   

２．介護等業務を離職または対象外の業務に転職 

３．長崎県外に就職 

４．介護福祉士の未登録（修学資金・実務者受講資金のみ対象） 

５．その他（詳しく                        ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、借受人に上記のとおり履行させるとともに、万一借受人が履行しない場合は、 

その債務を連帯して負担いたします。 

 

 

[連帯保証人] 

住所等 〒８５２－９９９９ 

長崎市茂里町９９－９９ 

携帯電話 090（ 8888 ）8888  
自宅電話 095（  999 ） 9999  

氏 名 長崎 太郎   

（自署） 

【連帯保証人が 2名の場合使用】 

[連帯保証人] 

住所等 〒    －     

 

 

携帯電話   （   ）     

自宅電話   （   ）     

 

氏 名 

（自署）               

記入例（白地様式は次頁） 

✔ 



 

様式第２４号（長崎県介護福祉士修学資金等貸付共通） 

返還計画書 
令和   年    月    日 

長崎県社会福祉協議会会長 様 

 

貸付番号   

住 所 等 

〒      －         

   

  携帯電話    （     ）      自宅電話      （       ）   

氏    名 

（自  署） 
 生年月日 昭和・平成  年  月  日生 

 

次のとおり下記借入金の返還計画書を提出します。 

長崎県（ □介護福祉士修学、□介護福祉士実務者研修受講、□離職介護人材再就職準備 ）資金 

返還すべき額                       円 

最終期限   令和    年   月まで 

※返還方法 

 
一括か分割を丸で

囲んでください。 

分割の場合、右欄に

内容を記入して下さ

い。 

一括 

・ 

分割 

最終期限： 令和   年   月まで 

分割方法：初回 令和   年   月に     返還 

令和    年    月から  令和    年    月まで毎月     

円返還 

 

最終期限に     円返還し完済する。 

※返還金 

 振込先 

口座名義：社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会 

金融機関：十八親和銀行 

〈返還金の支払いに係る費用（送金手数料等）は、借受人が負担します〉  

※返還理由 
 

該当番号を○で囲

んで下さい。 

 

１．貸付契約の解除   

２．介護等業務を離職または対象外の業務に転職 

３．長崎県外に就職 

４．介護福祉士の未登録（修学資金・実務者受講資金のみ対象） 

５．その他（詳しく                        ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、借受人に上記のとおり履行させるとともに、万一借受人が履行しない場合は、 

その債務を連帯して負担いたします。 

 

 

[連帯保証人] 

住所等 〒    －     

 

 

携帯電話   （   ）     

自宅電話   （   ）     

 

氏 名              

（自署） 

【連帯保証人が 2名の場合使用】 

[連帯保証人] 

住所等 〒    －     

 

 

携帯電話   （   ）     

自宅電話   （   ）     

 

氏 名 

（自署）               



 

様式第２５号（長崎県介護福祉士修学資金等貸付共通） 

 

退  職  届 
                            令和  10 年 9 月 １５ 

日 

 長崎県社会福祉協議会会長 様 

 

                   貸付番号  KA999 
                   現 住 所  〒８５２－９９９９ 

長崎市茂里町９９－９９ 

         携帯電話    ０９0（９９９９）９９９９  

         自宅電話   ０９５（ ９９９）９９９９ 

                   氏名（自署）   長崎 花子    

 

  下記のとおり退職しましたので、お届けします。 

 

最終 

従事 

先 

・ 

勤務 

状況 

法人名 社会福祉法人 茂里会 

施設・事業所名 ヘルパーステーション茂里町 

住 所 等 

〒８５２－９９９９    

長崎市茂里町６６－６６ 

          電話０９５（６６６）６６６６ 

従業員名 生年月日 長崎 花子 昭和・平成 19 年 6 月 3 日生 

職種 □ 介護職員 □ 介護職員以外（             ） 

雇用形態 年間換算での介護従事日数が１８０日 □ 以上 □ 未満 

採用年月日 令和１０年 4 月 1 日 

退職年月日 令和１１年 8 月３１日 

就労中の休職の有無  □ 無  □ 有（内容は備考に記入） 

退職 

理由 
一身上の都合 

備考 

 

 

 上記のとおり相違ないことを認めます。                                

令和１１年 ９月１５日  

           業務従事先の住所   長崎市茂里町６６－６６ 

業務従事先の名称  ヘルパーステーション茂里町 

業務従事先の長の職及び氏名   施設長 茂里太郎          

 

 

 

記入例（白地様式は次頁） 

✔ 

✔ 

✔ 

茂里町 

施設長 

公印 
公印 

事業所の公印を押印ください。 



 

 

様式第２５号（長崎県介護福祉士修学資金等貸付共通） 

 

退  職  届 
 

                           令和  年  月  日 

 長崎県社会福祉協議会会長 様 

 

                   貸付番号   

                   現 住 所  〒   －      

 

 

         携帯電話   （    ）     

         自宅電話   （    ）     

 

                   氏名（自署） 

 

  下記のとおり退職しましたので、お届けします。 

 

最終 

従事 

先 

・ 

勤務 

状況 

法人名  

施設・事業所名  

住 所 等 

〒   －     

 

 

          電話   （   ）   

従業員名 生年月日  昭和・平成  年  月  日生 

職種 □ 介護職員 □ 介護職員以外（             ） 

雇用形態 年間換算での介護従事日数が１８０日 □ 以上 □ 未満 

採用年月日    年   月   日 

退職年月日    年   月   日 

就労中の休職の有無  □ 無  □ 有（内容は備考に記入） 

退職 

理由 

 

備考 

 

 

 上記のとおり相違ないことを認めます。 

                            令和  年  月  日 

 

            最終従事先の所在地    〒   －     

 

            最終従事先の名称                     

            最終従事先の長の職及び氏名                 ㊞ 



 

 

様式第２６号（長崎県介護福祉士修学資金等貸付共通） 

 

 

住所・氏名・その他変更届 

（□ 借受人 、 □ 連帯保証人） 

 
                            令和  年  月  日 

 

 長崎県社会福祉協議会会長 様 

 

                 貸付番号 

 

                             氏名（自署）                    

 

 下記のとおり変更しましたので、お届けします。 

 

新 

住所等 

〒   －      

 

 

携帯電話   （    ）     自宅電話   （   ）     

フリガナ  

氏 名  

その他  

旧 

住所等 

〒   －      

 

 

携帯電話   （    ）     自宅電話   （   ）     

氏 名  

その他  

  ※新住民票を、添付して下さい。またその他事項では、必要に応じ証明書類を貼付下さい。 



 

様式第２８号（長崎県介護福祉士修学資金等貸付共通） 

 

連帯保証人変更申請書 
令和  年  月  日 

 長崎県社会福祉協議会会長 様 

 

  現在借入中の長崎県介護福祉士修学資金等貸付金につきまして、連帯保証人を変更したいので、 

関係書類を添えて申請します。 

 

           【貸付申請者】 

現 住 所  〒   －     

 

 

                      氏名（自署） 

 

【現在の連帯保証人】※変更する方 

現 住 所  〒   －     

 

 

                      氏名（自署） 

 

【現在の連帯保証人】※変更しない方 

（当初から連帯保証人が 1名の場合は記入不要） 

現 住 所  〒   －     

 

 

                      氏名（自署） 

 

 貸付番号 
(県社協使用欄)      

 借入日         年  月  日 

借用総額 円  現在残高 円  

新 連 帯 保 証 人 

フリガナ  生年月日 

氏 名 

（自署） 
                 

昭和・平成  年  月  日生 

（   歳） 

住 所 等 

〒   －     

 

 

携帯電話   （    ）     自宅電話   （   ）     

勤 務 先 

住 所 等 

名称  
勤 務

形態 

□正社員、□契約・嘱託社員、 

□派遣、□パート、□事業主 

〒   －     

 

    電話   （   ）   

年間収入額             円 本人との続柄  

※印鑑証明書（３か月以内）を添付して下さい。 



 

様式第２９号（修学資金） 

 

休学・停学・復学・留年届 
 

                                令和   年   月   日   

 

 長崎県社会福祉協議会会長 様 

 

                   貸付番号   

 

                   現 住 所  〒   －    

 

 

                   携帯電話      （   ）     

                   自宅電話      （   ）     

 

                   氏名（自署） 

 

  このたび、養成校を（ ※ 休学 ・ 停学 ・ 復学 ・ 留年 ）しましたので、 

 

下記のとおりお届けします。 

 

養成校名 

 

 

入学年月          年   月 第   学年 

※届出事項 

１ 休学（     年   月   日から    年   月   日まで） 

２ 停学（     年   月   日から    年   月   日まで） 

３ 復学（     年  月  日） 

４ 留年（     年  月  日から    年  月  日まで） 

理  由 

 

＜備考＞ ※欄は該当するもの、番号を○で囲んで下さい。 

 

 上記のとおり相違ないことを認めます。 

                               令和    年   月   日 

 

            養成校の所在地    〒   －    

 

            養 成 校 の 名 称                     

            養成校の長の職及び氏名                ㊞ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申請・問い合わせ先】 

〒８５２－８５５５ 

長崎市茂里町３番２４号 長崎県総合福祉センター２Ｆ 

TEL 095-846-8656 

社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会 

ｗelなが（ふくしのお仕事ステーション） 介護貸付担当 宛て 

 

 

 

 

 

※ 貸付番号は、今後照会等で必要になります。 

貸付決定通知書から転記しておいて下さい。 

 

申請者名 
 

貸付番号 
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